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吹田市議会会議録４号 

 

 

                                        令和８年２月定例会 

 

○ 議 事 日 程 

 令和８年２月27日 午前10時開議 

 １ 報告第２号 損害賠償額の決定に関する専決処分について 

   報告第３号 損害賠償額の決定に関する専決処分について 

 ２ 議案第39号 吹田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第40号 吹田市藤白台市民ホールの指定管理者の指定について 

   議案第１号 吹田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 

   議案第４号 吹田市子ども・子育て支援法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第５号 吹田市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第８号 吹田市水道条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第９号 吹田市公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第12号 高浜橋耐震補強及び補修工事請負契約の一部変更について 

   議案第17号 地方独立行政法人市立吹田市民病院第４期中期計画の認可について 

   議案第18号 市道路線の認定について 

   議案第19号 令和８年度吹田市一般会計予算 

   議案第20号 令和８年度吹田市国民健康保険特別会計予算 

   議案第21号 令和８年度吹田市部落有財産特別会計予算 

   議案第22号 令和８年度吹田市勤労者福祉共済特別会計予算 

   議案第23号 令和８年度吹田市介護保険特別会計予算 

 ３ 議案第24号 令和８年度吹田市後期高齢者医療特別会計予算 

   議案第25号 令和８年度吹田市公共用地先行取得特別会計予算 

   議案第26号 令和８年度吹田市病院事業債管理特別会計予算 

   議案第27号 令和８年度吹田市母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計予算 

   議案第28号 令和８年度吹田市水道事業会計予算 

   議案第29号 令和８年度吹田市下水道事業会計予算 

   議案第31号 令和７年度吹田市一般会計補正予算（第９号） 

   議案第32号 令和７年度吹田市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

   議案第33号 令和７年度吹田市勤労者福祉共済特別会計補正予算（第２号） 

   議案第34号 令和７年度吹田市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

   議案第35号 令和７年度吹田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

   議案第36号 令和７年度吹田市公共用地先行取得特別会計補正予算（第２号） 

   議案第37号 令和７年度吹田市水道事業会計補正予算（第２号） 

   議案第38号 令和７年度吹田市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 ４ 一般質問 
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○ 付 議 事 件 

 議事日程のとおり 

  

○ 出 席 議 員  32 名 

      １番  益 田 洋 平        ２番  梶 川 文 代 

      ３番  五 十 川  有  香        ４番  西 岡 友 和 

      ５番  久 保 直 子        ８番  後 藤 恭 平 

      ９番  中 西 勇 太        10番  玉  井  美 樹 子 

      11番  山 根 建 人        12番  村  口  久 美 子 

      13番  後  藤  久 美 子        14番  川 田  尚 

      15番  江  口  礼 四 郎        17番  浜 川  剛 

      18番  井  上  真 佐 美        20番  竹 村 博 之 

      21番  塩  見  み ゆ き        22番  柿 原 真 生 

      23番  清 水 亮 佑        24番  今 西 洋 治 

      25番  林  恭 広        26番  澤 田 直 己 

      27番  白 石  透        28番  有 澤 由 真 

      29番  矢  野  伸 一 郎        30番  小 北 一 美 

      31番  橋 本  潤        32番  乾 詮󠄀 

      33番  高 村 将 敏        34番  井 口 直 美 

      35番  泉 井 智 弘        36番  藤 木 栄 亮 

 

○ 欠 席 議 員  １ 名 

      19番  野 田 泰 弘 
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○ 出 席 説 明 員 

市 長  後 藤 圭 二  副 市 長  春 藤 尚 久 

副 市 長  辰 谷 義 明  危 機 管 理 監  岡 田 貴 樹 

総 務 部 長  山 下 栄 治  行 政 経 営 部 長  今  峰  み ち の 

税 務 部 長  中  村  大  介  市 民 部 長  大 山 達 也 

都 市 魅 力 部 長  脇 寺 一 郎        児 童 部 長  道 場 久 明 

福 祉 部 長  梅 森 徳 晃  健 康 医 療 部 長  岡 松 道 哉 

保 健 所 長  松 林 恵 介        環 境 部 長  道 澤 宏 行 

都 市 計 画 部 長  清 水 康 司  土 木 部 長  真 壁 賢 治 

下 水 道 部 長  愛  甲  栄  作  会 計 管 理 者  伊  藤  さ お り 

消 防 長  山 田 武 史        
水道事業管理者職務代理者

水 道 部 長 
 原  田  有  紀 

理事（子育て支援センター担当）  北 澤 直 子  理事（公共施設整備担当）  伊 藤  登 

理事（地域整備担当）  梶 崎 浩 明  教 育 長  大 江 慶 博 

学 校 教 育 部 長  井 田 一 雄  教 育 監  植 田  聡 

地 域 教 育 部 長  二 宮 清 之        選 挙管理 委員会 
事 務 局 長 

 杉 原 博 之 

 

○ 出 席 事 務 局 職 員 

局 長  岡  本  太  郎  参 事            守 田 祐 介 

参 事  東  貴 一  主 幹         森 岡 伸 夫 

主 幹  辻 本 征 志  主 査         水 落 康 介 

主 任         角 田 詩 織  書 記         古 河  輝 
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―――――――――――○――――――――――― 

（午前10時 開議） 

○矢野伸一郎議長 ただいまから２月定例会を再開し、

直ちに本日の会議を開きます。 

  諸般の報告をいたします。 

  ただいまの出席議員は32名でありまして、病気そ

の他の理由による欠席届出者は１名であります。 

  本日の議事日程はお手元に配付いたしてあります

ので、それにより御承知願います。 

  なお、本定例会の臨時議事説明員として、本日、

選挙管理委員会事務局長の出席を要請いたしました

ので御了承願います。 

  これより議事に入ります。 

―――――――――――○――――――――――― 

○矢野伸一郎議長 日程１ 報告第２号及び報告第３

号を一括議題といたします。 

  理事者の報告を求めます。環境部長。 

   （環境部長登壇） 

○道澤宏行環境部長 御上程いただきました報告第２

号 損害賠償額の決定に関する専決処分につきまし

て御説明申し上げます。 

  このような御報告を申し上げることにつきまして、

誠に申し訳なく存じております。 

  追加議案書５ページをお願いいたします。 

  専決処分年月日は本年２月12日、損害賠償額は７

万2,710円、賠償の相手方は豊中市新千里東町１丁

目５番３号の株式会社東急コミュニティー大阪府営

住宅千里管理センターでございます。 

  事故の概要でございますが、令和７年12月29日午

前11時30分頃、環境部事業課職員運転のじんかい収

集車が、吹田市古江台４丁目１番４号の府営吹田古

江台住宅４棟の敷地内におきまして、方向転換のた

め前進しましたところ、駐車場の車止めポールに接

触し、これが損傷したものでございます。 

  なお、この事故によります損害賠償金につきまし

ては、公益社団法人全国市有物件災害共済会の自動

車損害共済から全額給付されるものでございます。 

  公用車におきます車両運行につきましては、万全

を期すよう常々指導しているところでございますが、

役付職員による会議や全体での職場会議を開催し、

安全運転を心がけるよう注意喚起を行いました。 

  今後とも、車両運行及び業務執行上の安全管理に

つきましては、なお一層の注意を払い、事故防止に

努めてまいりたいと存じますので、何とぞ御了承賜

りますようお願い申し上げます。 

○矢野伸一郎議長 選挙管理委員会事務局長。 

   （選挙管理委員会事務局長登壇） 

○杉原博之選挙管理委員会事務局長 御上程いただき

ました報告第３号 損害賠償額の決定に関する専決

処分につきまして御説明申し上げます。 

  このような御報告を申し上げることにつきまして、

誠に申し訳なく存じております。 

  追加議案書の７ページをお願いいたします。 

  専決処分年月日は本年２月24日、損害賠償額は39

万785円でございます。 

  事故の概要でございますが、昨年７月20日午後８

時頃、選挙管理委員会事務局職員運転の軽自動車が、

佐井寺南が丘公園南側付近の吹田市上山手町26番地

先の市道を走行中、信号待ちのため停止していた普

通乗用車に追突し、同車を運転していた相手方個人

が負傷されたものでございます。 

  なお、本件事故によります損害賠償金につきまし

ては、自動車損害賠償責任保険から全額給付される

ものでございます。 

  また、本件事故によります物損部分の損害賠償に

係る示談につきましては、昨年９月定例会に議案を

提出し、10月１日に御可決いただきましたことによ

り成立しているものでございます。 

  車両運行上の安全管理につきましては、日頃から

注意をいたしているところでございますが、運転者

に対して厳重注意を行うとともに、事務局内の職員

全員に安全運転を心がけるよう改めて注意喚起を行

いました。 

  また、選挙期間中の職員の健康確保のため、業務

実施体制の強化や役割分担の見直し等の検討を進め、

今月執行されました選挙におきましても、特定の職

員に運転業務が偏らないよう配慮するとともに、疲

労度が高い職員は運転業務に従事させないなどの見

直しを行ったところでございます。 

  今後とも、車両運行上の安全管理につきましては、



【会議録（速報版）】校正前原稿のため、正式な会議録ではありません。 

― 159 ― 

なお一層の注意を払い、事故防止に努めてまいりた

いと存じますので、何とぞ御了承賜りますようお願

い申し上げます。 

○矢野伸一郎議長 報告が終わりました。 

―――――――――――○――――――――――― 

○矢野伸一郎議長 次に、日程２ 議案第39号及び議

案第40号を一括議題といたします。 

  理事者の説明を求めます。消防長。 

   （消防長登壇） 

○山田武史消防長 御上程いただきました議案第39 

号 吹田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改

正する条例の制定につきまして、提案の理由及びそ

の概要を御説明申し上げます。 

  追加議案書の９ページを御覧いただきたいと存じ

ます。 

  本案は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準

を定める政令の一部が改正され、損害補償に係る補

償基礎額及び扶養に係る補償基礎額の加算額が改定

されましたことから、本条例においても同様の改正

を行うものでございます。 

  改正案の内容につきましては、追加議案参考資料

により御説明申し上げますので、追加議案参考資料

５ページの現行・改正案対照表を御覧いただきたい

と存じます。 

  第５条第２項第２号の改正につきましては、消防

作業従事者等の補償基礎額の最低額及び最高額をそ

れぞれ引き上げるものでございます。 

  第３項の改正につきましては、扶養に係る補償基

礎額の加算額について、配偶者に係る加算額を廃止

し、子に係る加算額を引き上げるものでございます。 

  ６ページの別表の改正につきましては、消防団員

の補償基礎額を引き上げるものでございます。 

  追加議案書の９ページにお戻りいただきたいと存

じます。 

  附則でございますが、この条例は本年４月１日か

ら施行し、同日以後に支給すべき事由の生じた損害

補償及び同日以後の期間について支給すべき傷病補

償年金等について適用することといたしております。 

  以上が、本案の提案の理由及びその概要でござい

ます。 

  よろしく御審議いただき、原案どおり御可決賜り

ますようお願い申し上げます。 

○矢野伸一郎議長 市民部長。 

   （市民部長登壇） 

○大山達也市民部長 御上程いただきました議案第40

号 吹田市藤白台市民ホールの指定管理者の指定に

つきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し

上げます。 

  本案は、公の施設の指定管理者につきまして、地

方自治法第244条の２の規定に基づき、その管理に

係る業務を行う指定管理者を指定するものでござい

ます。 

  追加議案書の11ページをお願いいたします。 

  吹田市地区市民ホール条例に基づき、地域住民に

より組織された団体を指定管理者として選定するた

め、地域住民で構成された運営委員会からの申請を

受け、選定委員会を開催いたしました。その選定結

果を受けまして、吹田市藤白台市民ホールの指定管

理者に吹田市藤白台市民ホール運営委員会を指定す

るものでございます。 

  また、指定期間につきましては、令和８年４月１

日から令和13年３月31日までの５年間でございます。 

  以上が、本案の提案の理由及びその概要でござい

ます。 

  なお、追加議案参考資料の７ページから９ページ

に、藤白台市民ホールの指定管理者候補者の団体概

要及び候補者選定の概要をお示ししておりますので、

御参照の上、よろしく御審議いただき、原案どおり

御可決賜りますようお願い申し上げます。 

○矢野伸一郎議長 説明が終わりました。 

  質問は後日に受けることにいたします。 

―――――――――――○――――――――――― 

○矢野伸一郎議長 次に、日程３ 議案第１号、議案

第４号、議案第５号、議案第８号、議案第９号、議

案第12号、議案第17号から議案第29号まで及び議案

第31号から議案第38号まで並びに日程４ 一般質問

を一括議題とし、昨日に引き続き、質問を受けるこ

とにいたします。通告順位により順次発言を願いま

す。26番 澤田議員。 

   （26番澤田議員登壇） 
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○26番 澤田直己議員 皆様、おはようございます。

自民党吹田・無所属の会の澤田です。個人質問を始

めます。 

  まず、公園及び道路樹木等管理包括的民間委託業

務についてお聞きをいたします。 

  本業務は、市民の日常環境や安全性に直結する重

要な公共サービスです。包括的民間委託を検討する

に当たり、実施された業者アンケートや意見交換会

の主な内容をお示しください。また、アンケート結

果や意見をどのように反映させたのかもお示しくだ

さい。 

○矢野伸一郎議長 土木部長。 

○真壁賢治土木部長 業者アンケートは、当初市が考

えていた包括的民間委託の概要について、造園、施

設補修など、公園施設等の維持管理に係る業務実績

のある事業者66者を対象に意見をお聞きしたもので

あり、39者から回答を頂きました。 

  意見交換会は、本市登録の造園事業者45者に絞り、

対面で３回開催いたしました。より多くの事業者に

御参加いただけるよう工夫し、１回目は24者、２回

目は20者、３回目は19者の参加があった中で、実現

可能な仕組みづくりなどについて、活発な意見交換

ができました。 

  初期投資に費用がかかる受付及び窓口業務や遊具

及び舗装等の施設管理業務の包括については、対応

が困難との意見が多かったことから、これら業務を

対象外とし、事業者が参入しやすいよう樹木管理等

の造園系業務に特化した業務内容といたしました。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 26番 澤田議員。 

   （26番澤田議員登壇） 

○26番 澤田直己議員 次に、効果検証についてお聞

きをします。 

  包括的民間委託の目的として業務効率化や行政コ

スト削減が想定されますが、土木部全体における業

務量削減効果をどのように見積もっているんでしょ

うか。人件費削減効果または人的資源の再配置効果

について、財政全体の効果について定量的試算は行

われているのか、具体的な積算根拠、試算数値があ

ればお示しください。 

  また、スケールメリットというわりに、エリアを

細かく七つに分ける理由もお示しください。 

○矢野伸一郎議長 土木部長。 

○真壁賢治土木部長 従来どおりに単年度で個別発注

した場合と、今回検討している包括的民間委託で発

注した場合の比較によるバリュー・フォー・マネー

は９％となり、委託料として年間おおむね1,500万

円程度の削減を想定しております。発注件数は70件

の削減となる予定ですが、他のエリアでは、従来の

発注業務も並行して行う必要があることから、人件

費の削減は見込んでおりません。 

  市内全域を対象とした場合、請け負うことのでき

る事業者が限られることもあり、まずはモデルとし

て当該エリアについて試行し、この成果を検証し、

段階的に包括委託の内容や対象範囲の検討をしてい

くものと考えております。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 26番 澤田議員。 

   （26番澤田議員登壇） 

○26番 澤田直己議員 最後に、地域経済と地元事業

者への影響についてお聞きをいたします。 

  公園管理や樹木管理の多くは、これまで市内中小

事業者が長年担ってきた分野でもあります。包括的

民間委託化により受注機会が大きく変化する可能性

がありますが、本業務の制度設計において、市内事

業者、特に家族や個人で営んでいる事業者の参入機

会確保や育成の視点はどのように考慮されたのでし

ょうか。また、全体マネジメント業務も含めて、市

外大手企業への集中や、多重下請・中間マージン発

生リスクへの認識や対応をお答えください。 

  なるべく、市内で仕事とお金が循環する仕組みを

どのように担保するのか、市の見解を求めます。 

○矢野伸一郎議長 土木部長。 

○真壁賢治土木部長 今回のモデル事業においては、

アンケートや意見交換会での事業者からの御意見を

踏まえ、多様な事業規模の事業者がチームを組んで

参入することを想定しており、市外の大手企業の参

入や取りまとめのみを行うようなマネジメント企業

の参入などは想定しておりません。 

  また、地域を熟知した地元企業のノウハウを生か
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した新たな提案を求めていることから、本市登録の

造園事業者が参入しやすい内容にしたいと考えてお

り、現時点ではこれにふさわしい参加条件について

検討している状況でございます。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 26番 澤田議員。 

   （26番澤田議員登壇） 

○26番 澤田直己議員 よろしくお願いします。 

  次に、緊急防災・減災事業債を活用した市民体育

館への空調整備についてお聞きします。 

  本市はこれまでの答弁において、市民体育館への

空調設備の設置は、避難所等の環境整備のためにも

非常に重要であるとの認識を示されております。特

に、夏季の災害時には空調の有無が避難者の健康状

態、さらには熱中症リスクに直結することは明らか

です。 

  国においては、緊急防災・減災事業費等の対象事

業拡充及び令和12年度まで事業期間延長が行われ、

地方団体の防災・減災対策を強力に財政支援する制

度が整備されました。 

  そこでお聞きします。学校体育館の空調整備が終

了するこのタイミングで、市民体育館の空調整備に

ついて、地方債充当率100％で地方交付税交付金の

算入率は70％という非常に魅力的な緊急防災・減災

事業債の活用を前提とした整備検討を進めてはいか

がでしょうか。 

  今後のスポーツ施設整備計画を待つのではなく、

熱中症対策や避難所機能強化という危機管理政策と

しても早期整備を図るべきと考えますが、市長の見

解を求めます。 

○矢野伸一郎議長 都市魅力部長。 

○脇寺一郎都市魅力部長 まずは担当より御答弁申し

上げます。 

  市民体育館の熱中症対策につきましては、喫緊の

課題であり、早期の空調整備を目指す必要があるも

のと考えております。 

  整備時期につきましては、効果的、効率的な整備

に向け、緊急防災・減災事業債をはじめ有効な補助

金等の活用を視野に入れ、各施設の大規模改修の予

定等を総合的に考慮しながら、関係部局と協議を進

めてまいります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 市長。 

   （市長登壇） 

○後藤圭二市長 御指摘のとおり、各地域に設置して

いる体育館は、スポーツ活動を中心に日々市民をお

支えをしております。その考えに基づき、できるだ

け早期にエアコン設置を進めたい、そのように考え

ております。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 26番 澤田議員。 

   （26番澤田議員登壇） 

○26番 澤田直己議員 いずれやらなければならない

ことだと思いますので、よろしくお願いします。 

  次に、岸部中周辺のまちづくり、青少年クリエイ

ティブセンター再編等についてお聞きをいたします。 

  市長が選挙前に配布されたビラには記載されてい

ながら、重点政策2023には盛り込まれなかった（仮

称）こどもスポーツパークについて質問をさせてい

ただいてから約２年３か月が経過いたしました。今

回、ようやく基本構想の策定に関する予算が提案さ

れましたことを大変うれしく思うとともに、大きな

期待を寄せております。 

  今後、基本構想の策定過程において様々な検討が

なされるものと理解しておりますが、当該地域には

岸部中第２公園、稼働率の低い交流活動館、さらに

はことぶき保育園跡地など重要な公共資産が多数存

在しております。また、民間ではありますが、稼働

していない皮革工場もあります。 

  これらについても、施設再編及び（仮称）こども

スポーツパーク構想との関係性を踏まえ、基本構想

の中にどのように位置づけ、組み入れていく考えで

あるのか、現時点での市の見解をお伺いいたします。 

○矢野伸一郎議長 地域教育部長。 

○二宮清之地域教育部長 青少年クリエイティブセン

ターの施設再編に係る基本構想につきましては、本

センターの青少年会館、体育館及び運動広場の移

転・集約建て替え対象用地において、近接する市有

財産も勘案した施設の将来像や方向性等を示すもの

でございます。 
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  なお、この対象用地等以外の周辺の市有財産につ

きましては、岸部中地域のまちづくりの第一歩とな

る本センターの施設再編により、庁内の関係部局の

連携の下、有効な活用が検討されるものと考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 26番 澤田議員。 

   （26番澤田議員登壇） 

○26番 澤田直己議員 以前にも質問いたしましたが、

本施設再編については、単なる一部の公共施設の更

新にとどまるものではなく、健都との連続性を意識

した都市空間形成に関わる重要なまちづくりである

と認識しております。 

  単に地理的な隣接関係としてだけで捉えるのでは

なく、人の流れ、空間のつながり、調和の取れた景

観形成、機能的な補完関係、地域価値の相乗効果、

さらには健都の理念の共有といった観点を十分に踏

まえながら進めていくことが、健都のまちづくり全

体の価値向上においても極めて重要であると考えて

おります。 

  そこで市長にお伺いいたします。市長はどのよう

な思いを持って本構想を選挙公約に掲げられたのか。

また、これからの展望をお聞かせください。 

○矢野伸一郎議長 地域教育部長。 

○二宮清之地域教育部長 まずは担当から答弁申し上

げます。 

  青少年クリエイティブセンターの再編に係る基本

構想につきましては、近接する健都との連続性を創

出することも念頭に置きつつ、子供や若者の新たな

ニーズなどに対応した施設を目指して策定するもの

でございます。 

  策定に当たりまして、現時点では、とりわけ運動

広場や体育館の機能などを生かし、幼少期から青年

期までの幅広い年齢層が遊びやスポーツなどの様々

な活動ができるような特色ある施設を目指し、進め

てまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 市長。 

   （市長登壇） 

○後藤圭二市長 青少年クリエイティブセンターのリ

ニューアル、移転建て替えに対する思いですが、こ

の長年愛用されてきた公共施設を現在の、さらには

将来を視野に入れ、新たなニーズに対応した気軽に

楽しめる居場所としたいと思います。 

  さらには、御指摘のとおり健都という本市の特徴

でもある健康医療拠点と相まって、将来、地域全体

が魅力的なエリアに生まれ変わることを期待をして

おります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 26番 澤田議員。 

   （26番澤田議員登壇） 

○26番 澤田直己議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。 

  続いて、ＪＲ吹田駅南側さんくす夢広場の活用に

おける、都市機能検討事業における駅前滞在空間の

創出に係る社会実験につきましては、その試み自体

は評価するものであります。 

  しかしながら、テーブルやベンチ等は既に広場内

に一定程度設置されている状況であり、市民からは、

単に休憩場所が増えただけではないかとの受け止め

や、酔っ払いのたまり場となることも懸念されます。

広場の価値向上を図るためには、設備の設置にとど

まらず、ソフト面での取組が重要であると考えてお

ります。 

  既に当該広場において定期的にイベントを実施さ

れている諸団体との連携、都市魅力部との施策的な

連動、さらにはイベント開催に係る手続の簡素化な

どで、新たな挑戦者や担い手を呼び込む契機になる

のではないかと考えます。 

  そこでお伺いいたします。今回の社会実験におい

てファーニチャー設置にとどまらないプラスアルフ

ァの地域活性に資する取組について、どのような方

向性をお考えなのか、都市計画部の見解をお聞かせ

ください。 

○矢野伸一郎議長 都市計画部長。 

○清水康司都市計画部長 ＪＲ吹田駅南側駅前広場の

社会実験は、居心地がよく歩きたくなるまちづくり

を目指して、滞在空間を創出し、人の流れの変化に

ついて検証などを行うことを目的としております。 

  社会実験を通じて地域にとってよりよい公共空間



【会議録（速報版）】校正前原稿のため、正式な会議録ではありません。 

― 163 ― 

の在り方や駅周辺に必要な機能や取組の検討のほか、

周辺の店舗や団体などによる公共空間の利活用の可

能性など、地域の方々が駅周辺のまちづくりについ

て考える機会につながるものと考えております。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 26番 澤田議員。 

   （26番澤田議員登壇） 

○26番 澤田直己議員 次に、ＪＲ吹田駅前周辺の

再々開発についてお聞きします。 

  これは、これまで議会においても繰り返し質問を

してまいりました。選挙のたびに地域住民から、吹

田の玄関口である駅前を何とかしてほしい、本来ポ

テンシャルの高いエリアであるにもかかわらず現状

は非常にもったいないといった声を数多く頂戴して

まいりました。 

  私自身も、約８年前に吹田商工会議所を含む地域

商店街など15団体連名による要望書提出にも深く関

わるなど、一市議会議員として本課題に長年向き合

ってきたところです。 

  要望書提出後、ＪＲ西日本や大阪府等を含む５者

会議が開催され、市の重点取組2019においても、Ｊ

Ｒ吹田駅前の活性化及び利便性の向上が明確に位置

づけられました。さらに、令和３年度には吹田市開

発ビルにより将来像を示すイメージパースの作成も

行われるなど、一定の進展も見られました。 

  しかしながら、近年においては特筆すべき新たな

動きは見受けられず、重点取組2023ではＪＲ吹田駅

前周辺の活性化に関する記述自体が削除され、現在

に至っております。 

  地権者が多数存在し、様々な課題を抱えているこ

とは十分承知しておりますが、老朽化の進行や空き

テナントの増加により、駅前空間の魅力や都市機能

が徐々に低下している現状を踏まえますと、市とし

ての危機感や将来に向けた方向性が十分に示されて

いるとは言い難く、残念に感じているところです。

そこで、以下、数点についてお伺いいたします。 

  さんくす１番館は未耐震という安全上の課題を抱

え、２番館は地権者が極めて多く、合意形成の難易

度が高い構造にあります。一方で、３番館は市の関

係部署が多く入居しており、比較的事業検討を進め

やすい特性を有していると考えます。 

  このような地区特性を踏まえれば、団地全体の合

意形成を前提とするのではなく、公共性、安全性、

実現可能性の観点から、１番館及び３番館の先行的

な整備、開発を検討することは合理的な政策選択に

なり得るのではないでしょうか、市の見解をお聞か

せください。 

○矢野伸一郎議長 都市計画部長。 

○清水康司都市計画部長 １番館や３番館の先行した

整備につきましては、再整備手法の一つと考えられ

ますが、区分所有建物における大規模改修や建て替

えなどは、どのような手法を選択する場合であって

も、区分所有者や関係権利者の主体的な取組と合意

形成が必要と考えております。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 26番 澤田議員。 

   （26番澤田議員登壇） 

○26番 澤田直己議員 先行開発可能ということです

けども、課題も多いと聞いているので、その課題に

ついてまたいろいろ調べておいていただきたいと思

います。 

  吹田市開発ビルが６年前に作成したＪＲ吹田駅南

口将来構想検討業務報告書には、七つの整備イメー

ジ案やＪＲ西日本や商店街等が抱える課題の共有な

どもされています。 

  地権者との合意形成については、大きくは三つの

段階を踏み、細かく分けると、再開発ＰＲ段階にお

ける発起人の会合から完成、入居、生産まで計16段

階に分けていますが、今は何段階目に位置している

と市は捉えていますでしょうか。 

  また、次のステップに踏み出す準備はどこまで進

んでいるのか、進めるに当たっての課題を市はどの

ように捉えているのかお答えください。 

○矢野伸一郎議長 都市計画部長。 

○清水康司都市計画部長 吹田市開発ビル株式会社が

作成した報告書において、どのような段階に位置し

ているかは承知しておりませんが、現在、団地管理

組合法人が吹田さんくすの現状と今後に向けた検討

会を開催し、建物の今後の方向性について議論が始

まっています。 
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  この検討会では、区分所有者のみならず、周辺の

様々な関係者の方々の思いを聞きながら、まずは吹

田さんくすを取り巻く課題について共有を図ろうと

している段階と考えています。 

  今後、円滑で活発な議論には、ファシリテーター

の参画が必要と考えており、こうした状況を踏まえ、

大阪府都市整備推進センターのアドバイザー派遣制

度の活用を支援してきたところです。 

  引き続き、同検討会の事務局である吹田市開発ビ

ル株式会社と連携を図るとともに、必要な助言や支

援を行ってまいります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 26番 澤田議員。 

   （26番澤田議員登壇） 

○26番 澤田直己議員 今の答弁にあった大阪府のア

ドバイザー派遣制度を活用した第３回会議が２月20

日に開催されたとお聞きしておりますが、本会議の

役割、目的、到達点をどのように設定しているのか

をお聞かせください。 

  あわせて、第３回会議においてどのような事項が

協議されたのか、また本会議は今後いつ頃までに何

回程度の開催を予定しているのか。 

  意見整理を主たる目的とするものなのか、合意形

成を支援する場と位置づけられているのか、あるい

は技術的助言を行うことを主眼とするものなのか、

どのような機能を持つものとして運用されているの

か市の認識をお聞きします。 

  来月には、第４回会議が予定されているとのこと

ですが、それまでに整理すべき論点、検討主体に求

められている作業や検討事項、そして市として期待

する進展についてお示しください。 

○矢野伸一郎議長 都市計画部長。 

○清水康司都市計画部長 吹田さんくすの現状と今後

に向けた検討会につきましては、組合員のほか、さ

んくす出店者や周辺の店舗経営者などが参加するこ

とで、様々な視点での意見が把握できることから、

対象者を拡大し、吹田さんくすの現状と今後につい

て意見集約する場として開催されました。 

  本年２月20日に開催された第３回検討会では、ま

ちづくりアドバイザーのサポートの下、意見交換が

行われ、第４回はにぎわいの創出などをテーマとす

る予定と伺っております。アドバイザーからは、参

考事例を紹介したい旨の提案があり、現在、事務局

で準備が進められているものと考えています。 

  なお、第５回以降の予定は、未定とお聞きしてい

るところです。 

  本市といたしましては、ＪＲ吹田駅周辺のまちづ

くりについての議論が深まることで、地区のより具

体的な将来像の共有につながっていくものと期待し

ているところです。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 26番 澤田議員。 

   （26番澤田議員登壇） 

○26番 澤田直己議員 既に七つの構想案が開発ビル

から示されているわけですから、各構想案について

もう一度ブラッシュアップした上で、事業収支等の

検討、マーケティング調査、民間ディベロッパーへ

のヒアリング等々検討すべきと考えます。 

  また、将来の基本構想策定に向けて、この報告書

をたたき台とした施設計画の深度化、事業シミュレ

ーションなども開発ビルが行うのであれば、市も側

面支援を検討すべきと考えますが、市の見解をお伺

いします。 

○矢野伸一郎議長 都市計画部長。 

○清水康司都市計画部長 再整備を見据えた具体的な

検討につきましては、団地管理組合法人が今後の議

論の進展に合わせて、適宜検討していくものと考え

ますが、本市といたしましては、これまでのまちづ

くりで蓄積した様々な知見や先進事例など、今後の

議論の進展に合わせた情報を適宜提供するとともに、

必要に応じ、助言や連携、支援を図ってまいりたい

と考えております。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 26番 澤田議員。 

   （26番澤田議員登壇） 

○26番 澤田直己議員 次の質問、ＪＲ吹田駅前立駐

跡地の活用についてお聞きします。 

  本予算に計上されている測量費ですが、当該地の

測量は最後にいつ実施されたのか、また当時の測量

図面や境界に関する資料は現存しているのか。 
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  今回の測量は、保育所建設を前提としているから

必要なのか、あるいは仮に別用途の建築物であって

も同様に必要とされる性質のものなのかお答えくだ

さい。 

  あわせて、既存の測量資料が存在する場合であっ

ても、再測量を要するのであれば、既存資料が設計、

建築、実務上利用できない理由及び再測量が必要と

なる具体的根拠について御説明ください。 

  また、測量予算が計上されている一方で、保育所

整備に係る事業者選定関連の予算が含まれていない

理由についてもお答えください。 

○矢野伸一郎議長 児童部長。 

○道場久明児童部長 前回の平成３年（1991年）に測

量した当該地の図面は現存しておりますが、境界の

明示が一部欠損していることなどから、今後の30年

間の貸付けに先立ち、権利関係を整理しようとする

ものでございます。 

  また、保育事業者の選定に関しては、市職員で構

成する会議体において実施することから、関連予算

はございません。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 26番 澤田議員。 

   （26番澤田議員登壇） 

○26番 澤田直己議員 保育所整備に関連して、商店

街から様々な要望が示されていますので、仮に当該

地に保育所を整備する場合の公募条件、仕様書の考

え方についてお聞きします。 

  要望書にある、駐輪対策、園児及び通行児童の安

全対策、商店街との連携、建物景観への配慮、清

掃・美化活動の協力等々10種類程度示されておりま

すが、これらの事項について、行政としての公募要

件や仕様書の中にどの程度まで反映、明記すること

を可能と考えているのかお答えください。 

○矢野伸一郎議長 児童部長。 

○道場久明児童部長 当該跡地における保育事業者の

公募につきましては、鉄道駅に近く、商店街に位置

するなど交通利便性のよさを強みとして、本市の取

組を推進していただける保育事業者を公募、選定し

たいと考えております。 

  頂戴した要望のうち、園の利用者や地域住民等の

安全対策に関する事項、その他商店街との連携や協

力に関する事項等につきましては、商店街関係者へ

の聞き取りなどを踏まえて、保育事業に支障を来さ

ない範囲で精査してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 26番 澤田議員。 

   （26番澤田議員登壇） 

○26番 澤田直己議員 また、ＪＲ吹田駅前周辺には、

民間のビルやさんくす２番館に空き区画があり、小

規模保育事業として活用可能と思われる空間も相当

数存在しています。 

  さらに、令和９年閉園予定の朝日幼稚園について

もゼロから２歳児対策としての活用検討の余地があ

るかと思いますが、特に不足が指摘されているゼロ

から２歳児の受入れ枠拡充という観点から、小規模

保育事業による対応を検討はされなかったのでしょ

うか。 

○矢野伸一郎議長 児童部長。 

○道場久明児童部長 当該跡地における小規模保育事

業所の検討状況につきましては、現在、Ａ区域に待

機児童が発生しており、本市こども計画において就

学前の教育、保育の確保方策を定め、令和12年

（2030年）４月までに、当該保育所のほか小規模保

育事業所を５か所新たに整備する予定で見直し作業

に取り組んでおります。 

  小規模保育事業所は、１施設当たり19人以下の受

入れとなるところ、保育所では30人以上を確保する

ことができ、就学までの一貫した保育が保証できま

すことから、今回の提案に至ったものでございます。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 26番 澤田議員。 

   （26番澤田議員登壇） 

○26番 澤田直己議員 立駐跡地約200坪は、30年以

上前のバブル期に駐車場供給不足の解消を目的とし

て、吹田市が三栄市場から約24億7,000万円、坪

1,200万円で取得し、その後、約４億4,500万円を投

じて立体駐車場を整備しました。しかしながら、営

業初年度から赤字が続き、解体費用を含めた累計赤

字は約７億3,000万円に及びました。 

  立体駐車場廃止後、数年の空白を経て約7,000万
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円かけて解体され、その後の後藤市長や担当の答弁

によると、不足する駐車スペースの確保及び地元の

意向を理由として、あくまで５年間の暫定利用との

位置づけで、平成30年２月からまちづくり協議会へ

の貸付けが行われ現在の姿となりました。 

  当時は、誰もが５年のうちに新たな活用法が示さ

れると思っていましたが、特段の新たな活用方針が

示されないまま、また地元議員への説明もなく、貸

付けは３年間延長され、結果として利用期間は計８

年間に及びます。 

  その一方で、駐車場の確保を理由に24億7,000万

円もの大金をかけてまで民間から購入したこの土地

は、一貫して商店街からの駐車場機能の確保の強い

要望がありますが、今定例会ではその機能を完全に

なくす方向の議案が示されています。 

  そこでお聞きします。当該地の活用方針に関し、

商店街関係者、地域団体、地元関係者に対して、い

つ、誰に、どのような形で説明を行ったのかお答え

ください。また、説明内容及びどのような意見が出

たのかも併せて御説明ください。 

  なお、私が10名以上の商店街関係者にヒアリング

したところ、保育所建設を知らなかった、既に予算

化されていると聞いた、保育所建設は決定事項で今

さら意見や反対できる状況ではない、自治会関係者

は商店街が賛成していると聞いたから賛成したなど

と答える方が大半で、誘導的で結論ありきで説明さ

れたと受け止めている方が多くいらっしゃいますが、

一体どのような説明をされたのでしょうか。事実関

係を明確にお示しください。 

○矢野伸一郎議長 児童部長。 

○道場久明児童部長 当該跡地の活用における関係者

への説明状況につきましては、令和７年（2025年）

９月から翌年１月にかけて、まちづくり協議会や旭

通商店街、地域の連合自治会や単一自治会に対し、

理事会や定例会の場などにおいて、本市の保育ニー

ズや待機児童の状況など、保育所整備の必要性に関

し、説明を行っております。 

  市が保育ニーズに対応しなければならないことに

ついて御理解を得られる一方で、当該跡地への保育

所誘致は交通量が多く安全対策が必要であること、

また駐車場や他の機能の併設、園庭の確保のほか、

吹田第三幼稚園の統合に関する進捗状況などの御質

問、御要望を頂きました。 

  引き続き、市の検討状況を丁寧に説明し、御理解

いただけるよう努めてまいります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 26番 澤田議員。 

   （26番澤田議員登壇） 

○26番 澤田直己議員 他市の事例を調査すると、吹

田市のケースと近いケースでいうと、川崎市のすこ

やか小杉保育園では、１階をコインパーキング、２

階から上を認可保育所、屋上をプールとして活用し、

園児の動線と車両動線を分離するなどの安全対策を

講じられている、このようなケースもあります。 

  今回の旭通の要望にも合致する部分があるかと思

いますけども、そのような検討がなされたのかお答

えください。 

○矢野伸一郎議長 児童部長。 

○道場久明児童部長 当該跡地の活用につきましては、

保育所整備の必要性から、庁内の利活用調査で利用

意向を確認しましたが、保育所用途以外での活用を

希望する部署がなかったことから、保育所単独での

整備をしていく方向性を令和７年（2025年）11月の

公共施設最適化推進委員会において確認いたしまし

た。 

  なお、他の市有地での保育所整備と同様、社会福

祉法人など、公募により選定された保育事業者に用

地を貸し付け、この事業者に建設から運営までを一

括して担っていただく想定であること、敷地面積が

十分な余裕がないこと、不特定多数が出入りされる

ことで防犯面での懸念が生じることから、保育以外

の機能を盛り込むことは困難と考えております。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 26番 澤田議員。 

   （26番澤田議員登壇） 

○26番 澤田直己議員 この約12年間にわたるＪＲ吹

田駅南立体駐車場跡地に関わる地元議員の全ての質

問議事録を改めて読み返しました。今回の市の方針

について、少なからず違和感を持つ議員は決して私

一人ではないと思います。保育所建設そのものを否
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定するわけではありませんが、複合化もしない、吹

三幼稚園の課題解決にもつながらない、あれだけ必

要と答弁していた駐車場がなくなる。 

  商店街の一等地に２階建ての保育園のみで30年。

かつての立体駐車場の利用者は収容台数124台でピ

ーク時約５万9,000台、現在のコインパーキングは

収容20台強で年間平均６万9,000台と非常に稼働率

が高いです。利用者の多くは外部から流入している

わけですから、現在の利用方法を継続したほうが地

域活性に資すると思われます。 

  ここに公金を投入して立体駐車場を建設した経緯、

５年の暫定利用でコインパーキングとコミュニティ

カフェを建設した経緯、駅前再々整備の種地候補と

してのエリア全体としての位置づけ、これらを踏ま

えると、まちづくり協議会に加えて周辺商店街組合

員へのヒアリング、マーケティング調査、専門家か

らの意見聴取等を担当部署が主体的に実施すべきだ

ったかと思いますが、これまでなぜ暫定利用期間中

に一度も実施されなかったのでしょうか、お答えく

ださい。 

  このまま拙速に事業を進めた場合、都市魅力部と、

言わば声なき声とも言える地元事業者の大多数の皆

様との間に禍根を残すことになりかねないと懸念し

ております。仮に最終的に保育所整備という結論に

至るとしても、より丁寧に時間をかけ、対象範囲も

広く設定した上で、都市魅力部として説明責任を果

たしてから進めるべきと考えますが、都市魅力部の

御見解をお聞かせください。 

○矢野伸一郎議長 都市魅力部長。 

○脇寺一郎都市魅力部長 ＪＲ吹田駅南立体駐車場跡

地につきましては、庁内におきまして利活用の可能

性を検討するとともに、ＮＰＯ法人ＪＲ吹田駅周辺

まちづくり協議会に対し、駐車場の必要性について

利用実態の把握や意見の集約を求めてきたところで

ございます。 

  また、当該用地は行政課題への対応を目的として

おりましたことから、サウンディング調査は行って

おりません。 

  なお、地域への説明につきましては、所管とも連

携しながら実施しており、都市魅力部からは商店街

活性化についての説明を行い、現駐車場の運営者で

あるまちづくり協議会や周辺商店街などからも保育

所誘致による商店街の活性化に関する要望を頂いて

いるところでございます。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 26番 澤田議員。 

   （26番澤田議員登壇） 

○26番 澤田直己議員 その要望書の前提が崩れるよ

うな動きが来週あたりに表面化すると仄聞してます。

来週以降の動きを見極めながら、続きは委員会で議

論をさせていただきます。 

  以上で質問を終わります。 

○矢野伸一郎議長 31番 橋本議員。 

   （31番橋本議員登壇） 

○31番 橋本 潤議員 よろしくお願いします。 

  さて、2028年から中学校給食の全員喫食開始が予

定されていますが、この事業実施のランニングコス

トについて、本市の財政負担がどの程度になるかお

答えください。 

○矢野伸一郎議長 学校教育部長。 

○井田一雄学校教育部長 中学校給食調理等業務につ

きましては、令和６年度（2024年度）から令和25年

度にかけて263億1,416万8,000円の債務負担行為を

設定しており、年間約17億円程度の支出を予定して

おります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 31番 橋本議員。 

   （31番橋本議員登壇） 

○31番 橋本 潤議員 現在の物価高は、やがて税収

増をもたらす可能性が高いと思いますし、新たな税

制ではなく、現行のまま経済成長により増収し、そ

のコストを賄えれば喜ばしいことですが、飲食料品

税率をゼロパーセントにする動きも見られ、地方消

費税の大幅な減少も考えられます。 

  現時点での、来年度以降の税収の見込みを消費税

が現行のままの場合と、飲食料品消費税ゼロパーセ

ントが導入され直接的に地方消費税の減収に影響す

るとした場合についてお教えください。 

○矢野伸一郎議長 行政経営部長。 

○今峰みちの行政経営部長 市歳入への影響という観
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点で、府税である地方消費税から配分される地方消

費税交付金についてお答えいたします。 

  まず、現状でございますが、近年の物価上昇に伴

い本市への交付額も増加傾向が続いており、新年度

当初予算案では前年度比約12.2億円増の約107.3億

円と見込んでおります。物価や景気の動向にもより

ますが、さらなる増収もあり得るものと存じます。 

  次に、食料品の税率がゼロとなった場合の影響に

つきましては、精緻に見込むことが困難なため、実

績等を用いた簡便な試算で申し上げます。 

  一部報道による地方消費税への影響試算額約1.1

兆円は、国見込みによる令和６年度の税収総額約

6.9兆円の約15.9％に相当いたします。この割合を

本市の同年度の交付金決算額約94.0億円に掛けます

と、約14.9億円のマイナスとの計算になります。 

  国税でも数兆円規模の減収が見込まれるため、地

方交付税財源への影響も想定されます。財源補塡の

有無など、自治体として注視すべき動向であるとの

認識でございます。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 31番 橋本議員。 

   （31番橋本議員登壇） 

○31番 橋本 潤議員 大阪維新の会は、一定程度大

阪で御評価を頂いているものと考えていますが、こ

れは何かやろうとするときに、その財源を他の事業

の見直しやコストカットなどで生み出して新たな事

業を実施してきたことが御評価いただいている大き

な理由の一つだと考えています。府民、市民の皆様

は、このような行財政運営を求められていると考え

ます。 

  議会も行政に対して、あれをやってこれをやって

という要望ばかりではこのような行財政運営にはつ

ながりません。限られた財源で新たな事業に取り組

んでいくには、僕自身、政治家は嫌われる勇気が必

要であると考えます。執行部の皆様がこのような取

組をされるときに、それを微力ながらも支えていけ

る議員でありたいと思います。 

  2028年からの中学校給食の全員喫食でかかる財政

負担に対してどのような準備をされていくのか、本

市のお考えを行政経営部及び副市長よりお聞かせく

ださい。 

○矢野伸一郎議長 行政経営部長。 

○今峰みちの行政経営部長 まずは行政経営部より御

答弁申し上げます。 

  近年の決算におきまして、歳入の伸びを上回る歳

出の伸びが続いている状況でございまして、今後と

も社会経済の動向を受けた経常経費の増加が見込ま

れております。 

  とりわけ、中学校給食全員喫食の取組に要する経

費は相当高額となります。そうした中、学校給食費

の負担軽減に係る国の動向や市税収入をはじめとす

る歳入の推移を注視するとともに、当該取組を含む

学校給食関連事業はもとより、全ての既存事業にお

いて、改めて業務効率化による人件費抑制も含む経

費の精査を徹底することで、財源確保に努めてまい

ります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 春藤副市長。 

○春藤尚久副市長 ただいま担当部から御答弁させて

いただきましたとおり、全ての既存事業の内容や手

法の精査、職員体制の最適化など、様々な取組を総

合的に見直しながら、必要な財源の確保に努めてま

いります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 31番 橋本議員。 

   （31番橋本議員登壇） 

○31番 橋本 潤議員 今月、つい最近ですが日経平

均も５万9,000円ぐらい、いわゆるキャピタルゲイ

ンに係る税とか、こういった部分というのは直接的

な税収になって、行政コストが直接的に上がる原因

にならないと思うんですけど。いわゆる住民税の市

税とか、キャピタルゲインもそうですけどね。 

  いわゆる給与とかに係る税って、やっぱり最終的

に行政コストも上がっていくわけじゃないですか。

人件費が上がって、物価高で、そういったことを考

えると、どうしても全ての事業をやりながら、さら

に新しい事業を上に乗っけてっていうことを当然続

けていくわけにはいかないというか、見直しという

のが必要だと思います。 

  先ほど、そういったこともしていただけるという
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御答弁いただいてますので、2028年度から開始する

に当たって、そのときに急に何かの事業がなくなる

っていうのもやっぱり一定、今から準備をしていか

ないとできないことでしょうから、しっかりと備え

ていただければなと思いますので、よろしくお願い

します。 

  次の質問です。吹田市長と市議会議員の選挙は統

一地方選挙であります。議員の任期は選挙後１か月

程度してから始まるため、約１か月間もの間、直近

の民意を反映せずに、議員が議会を構成して議決等

が行われる可能性があります。市長任期も選挙の後、

半月程度してから開始となっております。 

  議員の立場からして、まずは議会がこの在り方を

改善すべきであると考えます。まだ議会でこの決定

ができていない状況で、市長にお聞きするのははば

かられるところもあるのですが、引き続き議会での

取組をさせていただくと申し上げ、質問をさせてい

ただきます。 

  市長は、より適切に民意を反映するために、次期

任期の開始を早めるようお取り計らいいただけませ

んでしょうか。例えば、同様に統一地方選挙で選挙

される他の自治体で５月１日とされているところも

多いので、５月１日であれば円滑な引継ぎも可能な

のではないでしょうか。 

  平成29年の５月定例会で同様の趣旨の質問をさせ

ていただいた際、市長からは、市長の任期の在り方

につきましては、私は有権者の皆様から負託をされ

まして４年間の任期を最後の１日まで誠実に全うす

ることは政治家としての責務だと考えているところ

ですと御答弁を頂きました。 

  しかしながら、やはり新たな民意が示されている

以上、可能な限り早期に民意を反映させた行政や議

会とするべきだと考えます。市長のおっしゃられる

任期の全うも理解はできるのですが、どこかで１回

決断しないと是正はされません。１回限りの任期短

縮で、以降は市長のおっしゃられる任期全うがより

適切な形で可能となる形となります。 

  市長がこの場で御決断をいただき、その決断が議

会の判断を後押しして、市長任期も議員任期もより

適切なものになれば幸甚です。市長の御答弁をお願

いします。 

○矢野伸一郎議長 選挙管理委員会事務局長。 

○杉原博之選挙管理委員会事務局長 まずは選挙管理

委員会事務局より御答弁申し上げます。 

  公職選挙法第259条の規定により、選挙の執行後、

市長が任期満了日前に辞職することは可能でござい

ます。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 市長。 

   （市長登壇） 

○後藤圭二市長 ただいまの選挙管理委員会からの答

弁と質問議員の意図というのは、少しずれてるよう

な気がします。 

  議員と市長の任期がそろってるほうがいいという

考え方には誰もが同意をするところだと思います。

市長より長い任期を持つ議員の任期を短縮するとい

う制度の変更については、議会の合意に基づかなけ

ればならず、その立場にはない私からの答弁は控え

させていただきます。 

○矢野伸一郎議長 31番 橋本議員。 

   （31番橋本議員登壇） 

○31番 橋本 潤議員 逆に前向きな御答弁を頂いて

議会側が進まなかったら、もうどうしようっていう

思いもありながらお聞きさせていただいてるんです

が。これは市長にもですけど、議員の皆さんにも御

協力をいただかないといけないことですし、もし議

会側がこの任期の是正というところにまとまること

ができた際には、そのタイミングでぜひ市長にも御

協力いただきたいなと思いますので、そこはぜひ御

検討いただければなと思います。 

  今回、選挙管理委員会事務局長がかなりたくさん

の質問をこの定例会で御答弁いただいてて、選挙後

の開票作業って深夜に及ぶ作業を物すごくいろいろ、

前からですけど、大変な状況で、今回のポスター掲

示板の件も含めて物すごく大変だったんだろうと思

います。 

  でも、例えばですけど、別に翌日の始発で集まっ

て日中に開票作業をしたら、開票作業の従事者の募

集も今よりかは容易になるでしょうし、選挙管理委

員や事務局の皆様の御負担も軽減されると思うんで
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すけど。それにもかかわらず、できる限り早くやっ

ぱり開票作業をされようと、どこの自治体もやられ

てると思います。やっぱりこれって、選挙で表され

た民意をより速やかに示して、その翌日からの社会

活動であったり、政であったりに今より早く反映さ

せるという要求があるからなんだと思います。 

  公選法の第65条では、別に今のようなやり方が義

務づけられているわけではなく、投票箱の送致を受

けた日または翌日に開票を行うというふうになって

るだけなんですけど、そういった各対応がやっぱり、

もう当然として、選挙で示された民意を、より早急

により速やかに明らかにして、社会活動等に反映さ

せていくという要求はあるのかと思いますので。 

  なお、この発言場所の立ち位置上、背を向けて恐

縮ですけど、ぜひ議員の皆様にも、議員任期の是正、

この任期中に何とか結論が出せるよう御協力いただ

き、もしまとまった際には、ぜひ市長にも御協力い

ただきたいと思いますので、御検討いただきたいと

お願い申し上げて、質問を終わります。ありがとう

ございました。 

○矢野伸一郎議長 33番 高村議員。 

   （33番高村議員登壇） 

○33番 高村将敏議員 大阪維新の会の高村です。通

告どおりブリング・ユア・オウン・デバイス運用に

ついてお伺いします。 

  学校体育施設開放事業においては、Spacepadを活

用し、この４月から予約業務のデジタル化が本格運

用されます。業務効率化の取組として評価するもの

でありますが、一方で管理する側の運営委員の取り

扱う端末は私物、いわゆるＢＹＯＤにより運用して

おり、ＭＤＭ等の端末管理は導入されていない状態

です。 

  担当室課は、個人情報については、市の職員等の

管理者権限のみ閲覧可能であり、それ以下の権限で

は閲覧できないため、リスクは低いとの見解を示さ

れているようです。 

  しかしながら、情報セキュリティーは権限設計の

みならず、統制全体の設計によって実効性が左右さ

れるものであります。 

  以上を踏まえ、順次確認いたします。Spacepadの

運用に関し、全ての権限とその利用者に対しパスワ

ードポリシーの有無、運営委員退任時のアカウント

削除または失効管理について確認、監査の仕組みの

整備、ＢＹＯＤを許容するに当たり端末セキュリテ

ィーに関する最低基準と導入前にリスク評価の実施

の有無について、全てお答え願います。 

○矢野伸一郎議長 都市魅力部長。 

○脇寺一郎都市魅力部長 本システムにおけるパスワ

ードの設定につきましては、権限区分にかかわらず、

一定の複雑性を有するルールを設けております。 

  また、運営委員会の管理者権限につきましては、

市の責任において権限の付与や失効等の管理を行う

ものでございます。 

  本システムは、利便性の向上等を目的に、スマー

トフォンなどからの学校体育施設の予約を可能とし

たものでございます。導入に当たりましては、個人

端末のセキュリティー水準に依存するリスクを回避

するため、端末に情報を保存しないクラウド上での

管理を基本としております。加えて、運用ルールの

周知徹底により人的リスクの低減にも努めてまいり

ます。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 33番 高村議員。 

   （33番高村議員登壇） 

○33番 高村将敏議員 本事業においてＢＹＯＤを前

提とする現行運用について、市はどのような比較検

討を行った上で妥当と判断したのか。 

  統制水準の均一化及び学校施設利用者の個人情報

保護の観点から、端末貸与やＭＤＭ導入等の統制強

化を含めた代替手段との比較検討の有無と、その是

非について市の見解を問います。 

○矢野伸一郎議長 都市魅力部長。 

○脇寺一郎都市魅力部長 システムの導入に当たりま

しては、端末貸与等との比較を行い、セキュリティ

ー水準の確保、運営委員会の実務及び利用者の利便

性の観点から総合的に検討を行いました。 

  クラウド上でのデータの一元管理や運用ルールの

徹底によりセキュリティー水準の確保が可能である

ことや、端末貸与に伴う購入や更新、保守に係る費

用、端末の保管及び管理に伴う事務負担などを踏ま



【会議録（速報版）】校正前原稿のため、正式な会議録ではありません。 

― 171 ― 

え、今回の形態に決定したものでございます。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 33番 高村議員。 

   （33番高村議員登壇） 

○33番 高村将敏議員 利便性や運営負担への配慮は

理解いたしますが、統制水準との均衡については引

き続き検証が必要であると申し添えておきます。 

  次に、行政サービス向上に向けたデジタル活用に

ついてお伺いします。 

  システム標準化の進捗等についてお伺いします。 

  自治体情報システムの標準化について、本市にお

ける完了の定義及び想定時期を明確にお示しくださ

い。あわせて、現在の進捗率、未対応分野とその理

由、想定される技術的・人的課題、完了までの具体

的な工程とスケジュールについて、可能な限り定量

的に御説明願います。 

○矢野伸一郎議長 行政経営部長。 

○今峰みちの行政経営部長 システム標準化につきま

しては、対象全20業務の標準準拠システム本稼働を

もって完了と考えており、国の基本方針に基づき、

遅くとも令和12年度末を目標としております。 

  進捗状況でございますが、今年度内に14業務が完

了予定で、そのほかの６業務を特定移行支援システ

ムとして申請しております。 

  遅延要因としては、全国で移行が進められている

ことによる人的資源不足がございます。技術的観点

では、クラウドサービスへの移行に係るノウハウ不

足も課題でございます。 

  ６業務のうち、国民健康保険及び後期高齢者医療

は令和８年度末、障がい者福祉は令和９年度末、就

学及び子ども・子育て支援は令和10年度中にそれぞ

れ完了を想定しております。国民年金は、事業者確

保に課題があり、具体的な予定は見込めておりませ

んが、期限内の移行を目指してまいります。 

  今後とも、日々の各業務遂行に支障を生じさせる

ことのないよう留意しながら、進捗に応じて工程等

を適切に見直しつつ、着実に取組を進めてまいりま

す。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 33番 高村議員。 

   （33番高村議員登壇） 

○33番 高村将敏議員 さらに重要なのは、財政面で

あります。標準化に係る総事業費について、現時点

での試算額をお示しください。あわせて、その算定

の前提条件及び国庫補助の見込額、市負担額につい

て御説明願います。 

  また、標準化後の年間ランニングコストは、現行

と比較してどの程度の増減を見込んでいるのか、現

時点での見通しをお示しください。加えて、ガバメ

ントクラウド利用料を含め、今後の運用経費が将来

的に増加する可能性について、本市としてどのよう

に見通しを立てているのか御説明願います。 

○矢野伸一郎議長 行政経営部長。 

○今峰みちの行政経営部長 まず、構築経費につきま

しては、事業着手後、昨年度までの決算額と、今年

度から次年度までの予算額との合算で、おおむね

41.5億円と試算いたしております。もともと市で負

担してきた更新経費相当分など補助対象外経費もあ

りますため、国補助は約22.0億円にとどまり、市負

担が約19.5億円と見込んでおります。 

  次に、移行後の運用経費については、今年度中に

移行完了となるシステム分の合計で、当初予算案に

約8.8億円を計上いたしております。移行前の約2.9

億円から、保守委託料の増大やガバメントクラウド

使用料等により３倍程度に膨らんでいるものでござ

いまして、現在、国の運用経費に係る総合的な対策

の下、見積りの精査等に取り組んでいるところでご

ざいます。 

  当面、未移行の業務システムに係る円滑かつ極力

コストを抑えた構築に加え、運用経費抑制、国に対

する財源確保要望に努め、市負担の縮減を図ってま

いりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 33番 高村議員。 

   （33番高村議員登壇） 

○33番 高村将敏議員 本市はこれまで独自に情報シ

ステムを構築し運用してきましたが、国の方針に基

づき標準化へ移行することとなりました。 

  そこで、本市としてこの標準化により、具体的に

どのような効果が見込まれると認識しているのか改
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めてお示し願います。また、従来の運用と比較して、

業務手順や職員の事務負担にどのような変化が見込

まれるのか御説明ください。 

  あわせて、標準化に伴う財政負担に見合う効果を

どのように検証していくお考えか、見解を求めます。 

○矢野伸一郎議長 行政経営部長。 

○今峰みちの行政経営部長 標準化の効果といたしま

しては、システム改修が従来の各市個別対応から標

準仕様に基づく対応になるため、制度改正に伴う費

用負担が軽減されること、特定事業者への依存度が

低下し、調達の柔軟性が向上すること、またガバメ

ントクラウドの活用により、災害時の業務継続性が

高まることなどが挙げられます。 

  これらにより、業務プロセスの改善が進めば、職

員負担の軽減にもつながるものと考えております。 

  現在は、まずは移行の円滑な遂行と、運用経費増

大に対するコスト抑制に優先的に取り組んでいると

ころでございます。その進捗状況に応じて、市民サ

ービスの向上や業務の効率化、セキュリティー向上

など効果の検証や最大化にも努めていくべきと認識

しております。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 33番 高村議員。 

   （33番高村議員登壇） 

○33番 高村将敏議員 ここまで御丁寧な御答弁あり

がとうございました。移行後の運用経費について増

加が見込まれるとのことですが、既存システムにお

いても相応の経費が必要と考えると、単純な増減だ

けでなく、今後の全体最適の視点で検証していくこ

とが重要であります。標準化の効果として、制度改

正への対応の効率化や業務継続性の向上が示されま

したが、ＤＸの推進により業務の効率化が進むので

あれば、もちろん人件費の最適化にもつながるべき

であります。財政負担に見合う実質的な効果が確実

に表れるようコスト抑制と併せて具体的な検証を進

めることを求めておきます。 

  次に、生成ＡＩについてお伺いします。 

  現在、国を挙げてデジタル変革が進められる中、

生成ＡＩの活用は行政運営の効率化と質の向上を図

る重要な政策手段の一つと認識しております。 

  本市において生成ＡＩの活用について、現在の導

入状況、活用している業務内容と利用範囲、効果測

定されているものがございましたらお示し願います。 

  また、市民にどのような恩恵があるのか、併せて

今後の導入拡大や活用方針など中・長期的な方向性

についてもお伺いいたします。 

○矢野伸一郎議長 行政経営部長。 

○今峰みちの行政経営部長 生成ＡＩにつきましては、

無料トライアルによる一部試行の後、有料版の全庁

試行を経て、新年度以降も活用を継続してまいりま

す。 

  現時点では、テキストの生成機能を、文書の作成、

要約、校正、アイデア創出、資料分析等に活用して

いる状況でございます。昨年実施した職員アンケー

トでは、回答者120人の合計で、月約220時間近い業

務削減効果が確認されております。今後、各種規定

等に係る問合せ対応効率化に向けた機能拡充を予定

いたしております。研修機会も設け、効果を広げて

まいります。 

  生成ＡＩを含むＡＩ技術としては、本市でも、チ

ャットボットや電話自動応答、給食献立作成、翻訳

機など、業務効率化のみならず市民の利便性向上に

も資するツールとして、活用が広がりつつあります。 

  業務効率化で生まれた時間をサービス向上に活用

することも含め、市民の皆様への還元を念頭に、セ

キュリティーや著作権等に係るリスクに留意しつつ、

先進事例や技術動向について調査、研究を重ねてま

いります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 33番 高村議員。 

   （33番高村議員登壇） 

○33番 高村将敏議員 次に、学校現場における生成

ＡＩの活用について伺います。 

  教員支援、教材作成、校務の効率化に加え、授業

準備や評価業務、校内文書作成等において、現在ど

のような活用が行われているのかお教え願います。 

  また、児童、生徒の学習活動における生成ＡＩの

活用について、利用を認める範囲やルールの整備状

況、情報モラル教育との関係、懸念される課題への

対応について、現時点での基本的な考え方をお示し



【会議録（速報版）】校正前原稿のため、正式な会議録ではありません。 

― 173 ― 

ください。 

  あわせて、今後、教育委員会として生成ＡＩの活

用について具体的に検討している施策や方向性があ

ればお示し願います。 

○矢野伸一郎議長 教育監。 

○植田 聡教育監 教職員の校務におきましては、ガ

イドラインにより活用のメリットやリスクを示した

上で、保護者向けの案内文書作成や複数教材の比較、

検討、会議記録の要約などができる環境を整えてお

ります。 

  また、児童、生徒の学習活動におきましては、学

習用端末で活用できる生成ＡＩを限定するとともに、

生成ＡＩの特徴や使用時の留意点について学習した

上で取り扱うこととしています。 

  今後、安全性、信頼性、教育的効果などを総合的

に勘案しながら、デジタルシチズンシップの考え方

に基づき、生成ＡＩを有効かつ安全に活用すること

ができる児童、生徒の育成に努めてまいります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 33番 高村議員。 

   （33番高村議員登壇） 

○33番 高村将敏議員 生成ＡＩの活用は、一定の成

果が見え始めているようです。今後は活用範囲をさ

らに広げ、さらなる業務の質の向上と教育の充実へ

と着実に結びつけていただくことを期待しておりま

す。 

  次に、ＡＩ手話通訳の活用についてお伺いします。 

  令和５年に制定された手話言語条例は、手話を一

つの言語として尊重するとともに、障がい者が情報

を取得し、円滑にコミュニケーションを図ることが

できる環境を整備するという理念を示したものであ

ります。とりわけ、手話を第一の言語とする聴覚障

がいのある市民の皆様にとっては、その理念が具体

的な施策としてどこまで実現されているのかが問わ

れる重要な条例であります。 

  一方で、行政窓口での各種手続や相談の場面にお

いて、その理念がどこまで具体的な形として実感で

きるものとなっているのかについては、なお検証と

工夫の余地があるのではないかと感じております。 

  近年、ＡＩを活用した手話通訳の技術が進展し、

音声情報を手話映像へ変換する仕組みなども実用化

が進みつつあります。これらの技術は人的通訳を置

き換えるものではなく、あくまで補完する手段とし

て活用し得るものであります。 

  端末設置等により、窓口や出先機関へ展開できれ

ば機動的な運用が可能となり、人的配置と比較して

財政面でも導入しやすい側面があると考えます。そ

こで、以下お伺いいたします。 

  本市は、聴覚障がいのある市民の皆様とのコミュ

ニケーションについて現状の対応で十分なのか、そ

れともさらなる拡充が必要であると認識しておられ

るか。 

  また、当事者の方々の評価や御意見をどのように

把握しておられるのかお教え願います。 

○矢野伸一郎議長 福祉部長。 

○梅森徳晃福祉部長 聴覚障がいのある方への窓口対

応といたしまして、現状では、市役所本庁舎と総合

福祉会館に手話通訳員を配置しているほか、コミュ

ニケーション支援ボードの活用や筆談対応を行って

おります。 

  手話通訳員の確保に課題がある中で、様々な意思

疎通支援を活用した環境整備が必要であると認識し

ております。 

  当事者の方々からは、手話言語等促進条例に基づ

く施策を進めていくための作業部会におきまして、

窓口への耳マークや手話マークの設置などの御意見

を頂いております。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 33番 高村議員。 

   （33番高村議員登壇） 

○33番 高村将敏議員 聴覚障がいのある市民の皆様

が、事前予約や通訳者の手配を要することなく、必

要なときに速やかに行政窓口で相談や手続ができる

体制が整っていますでしょうか、お教え願います。 

○矢野伸一郎議長 福祉部長。 

○梅森徳晃福祉部長 市役所本庁舎と総合福祉会館の

手話通訳につきましては、事前予約は不要でござい

ますが、手話通訳員が不在の時間もございます。そ

の他の出先機関につきましては、事前に予約してい

ただく必要があり、課題があると認識しております。 
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  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 33番 高村議員。 

   （33番高村議員登壇） 

○33番 高村将敏議員 人的支援を基本としつつ、Ａ

Ｉの手話通訳システムの有効性について、本市にお

いても実証的な検討に着手されてみてはいかがでし

ょうか。条例の理念をさらに前進させる観点から、

前向きな御見解を求めます。 

○矢野伸一郎議長 福祉部長。 

○梅森徳晃福祉部長 ＩＣＴ技術の活用は、手話言語

等促進条例の施策推進方針におきましても今後の検

討課題としております。 

  ＡＩ手話通訳システムを含め、どのようなＩＣＴ

技術が有用であるか、当事者の御意見をお伺いする

とともに、他市での導入事例や実用性を調査してま

いります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 33番 高村議員。 

   （33番高村議員登壇） 

○33番 高村将敏議員 ありがとうございます。当事

者の御意見を丁寧に伺いながら、実効性のある施策

へとつなげていただくことを期待しております。 

  次に行きます。ＩＣＴサポーター及びヘルプデス

クはＧＩＧＡスクール構想の推進に伴い整備されて

きた体制であり、教員支援の重要な役割を担ってき

たものと認識しております。一方で、端末整備から

数年が経過し、現場のＩＣＴ活用も一定程度定着し

てきている状況にあると考えます。 

  その上で、支援体制の最適化についてお尋ねいた

します。 

  ＩＣＴサポーター配置によって、教員の業務内容

や授業運営にどのような変化が生じていると認識し

ているのか。具体的には、ＩＣＴ関連業務に要する

時間の変化、授業準備時間の確保状況、授業におけ

るＩＣＴ活用の状況など、どのような指標をもって

効果を検証しているのかお示しください。 

  あわせて、ＧＩＧＡスクール構想開始当初と比較

して現場の支援ニーズがどのように変化しているの

かを踏まえ、今後、配置体制や役割の見直しを検討

すべきと考えますが、御見解を求めます。 

○矢野伸一郎議長 教育監。 

○植田 聡教育監 ＩＣＴサポーターの配置により、

校務におけるＩＣＴ機器の有効活用が進むとともに、

児童、生徒の個別最適な学び、協動的な学びを深め

るための活用が広がっていると認識しております。 

  効果につきましては、委託業者から各校での支援

状況について報告を受けるとともに、教職員へのア

ンケート等を活用しながら、教職員の業務負担軽減

と校務や授業での有効活用を指標として検証してお

ります。 

  また、ＧＩＧＡスクール構想開始当初は、ＩＣＴ

機器の基本操作支援のニーズが中心でしたが、ここ

一、二年は校務の効率化や授業改善支援のニーズが

高まっております。 

  教職員の働き方改革の推進と児童、生徒の主体的

な学びを支えるＩＣＴ機器の環境整備や有効活用な

ど、様々な観点からＩＣＴサポーターが必要不可欠

となっている状況を踏まえ、引き続き状況把握と効

果的な配置に向けた取組を進めてまいります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 33番 高村議員。 

   （33番高村議員登壇） 

○33番 高村将敏議員 特に具体的な答弁というわけ

ではありませんでした。 

  次、行きます。一方、ヘルプデスクについては、

年度当初の対応が逼迫しているとの声もあります。

繁忙期における対応件数や勤務時間等の実態をどの

ように把握しているのか、具体的な数字をお示しく

ださい。 

  その上で、繁忙期に限定した人員強化や体制の柔

軟な運用など、重点的な支援体制の強化を検討すべ

きと考えますが、教育委員会の見解を求めます。 

○矢野伸一郎議長 教育監。 

○植田 聡教育監 学校からヘルプデスクへの問合せ

件数や内容につきましては定期的に把握しており、

繁忙期である令和７年３月から５月までの件数は

1,093件となっております。 

  年度末から年度当初にかけましては、学習用端末

約３万台の新学年・学級の登録作業や教職員の異動

等に係る再設定、再配備に特に多くの時間を要して
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いることから、作業の効率化、システム化なども視

野に入れて体制構築に取り組んでまいります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 33番 高村議員。 

   （33番高村議員登壇） 

○33番 高村将敏議員 こちらもちょっと具体的な答

弁というわけではありませんでしたけども、今後も

現場の実態を丁寧に把握し、より効率的で効果的な

支援体制となるよう、必要に応じて予算の見直しが

図られるよう求めておきます。 

  次に、公共施設ファシリティーマネジメントにつ

いてお伺いします。 

  まずは、さんくす３番館について。 

  現在、消費生活センターはさんくす３番館の２階

及び５階の２室に分散して配置されております。こ

れを５階の吹一地区公民館分館跡へ集約する方針と

伺っております。消費生活センターは、本庁舎と同

様の開庁時間であり、市民総務室等との連携業務も

想定されることから、本庁舎内への集約も含めた検

討がなされるべきであったと考えます。 

  そこでお伺いいたします。今回の移転方針の決定

に当たり、本庁舎内集約を含む選択肢について検討

は行われたのでしょうか。その際、業務効率、コス

ト、市民利便性等の観点から比較検証を行ったのか。

また、その検討内容及び判断根拠は何か記録として

整理されているのか具体的にお示しください。 

○矢野伸一郎議長 市民部長。 

○大山達也市民部長 本庁舎への移転と直接比較検討

したわけではございませんが、仮に消費生活センタ

ーを本庁舎へ移転した場合は、職員が消費生活セン

ターまで出向く必要がなくなるという利点はあるも

のの、業務に係る効率は大きく変わるものではない

と考えております。 

  次に、コストにつきましては、さんくす３番館５

階への移転に係る費用は、本庁舎移転と同等と考え

ております。また、賃借料は、現在５階で賃借して

いる消費生活センターの会議室を解約し、移転集約

することで、床面積を13.48㎡減らし、市が負担す

る賃借料が年間138万4,416円減少いたします。 

  最後に、市民利便性につきましては、消費生活セ

ンターは、昭和55年（1980年）から46年間にわたり、

さんくす３番館で運営しております。消費生活セン

ターを本庁舎内に集約することは、市民総務室との

連携の観点から重要な判断要素の一つでございまし

たが、市民サービスの観点からは、市民の相談窓口

として広く定着している現在のさんくす３番館で運

営継続することを選択したものです。 

  なお、消費生活センターの移転方針の決定に当た

りましては、パスポートセンターの拡充と併せて必

要な資料を整理し、公共施設最適化推進委員会に諮

っております。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 33番 高村議員。 

   （33番高村議員登壇） 

○33番 高村将敏議員 さんくす３番館５階はちょっ

と定着してないのかなとは思うんですけども。 

  次、行きます。本庁舎地下のコンビニ跡スペース

やロビー部分の活用など、一定の工夫により必要な

スペースを確保し得る可能性も考えられるのではな

いでしょうか。市民総務室との連携強化や来庁者の

利便性の向上という観点からも、有効な選択肢にな

り得たと考えますが、これらのスペースは検討され

ましたでしょうか。 

  公共施設マネジメントの理念である機能配置の最

適化の観点から、改めて本庁舎内の活用の可能性を

再検討すべきではないかと考えますが、副市長の見

解を問います。 

○矢野伸一郎議長 市民部長。 

○大山達也市民部長 まずは担当から御答弁申し上げ

ます。 

  議員が例に挙げられた本庁舎地下のコンビニ跡ス

ペースは、既に用途が決まっているため、移転先の

候補とならなかったものです。また、正面玄関ロビ

ーにつきましては、期日前投票や各種パネル展、相

談ブースなど、臨時的な活用スペースとして位置づ

けられており、消費生活センターの常設は極めて困

難と考えております。 

  本庁舎につきましては、狭隘のため一部の執務室

を庁外に移転せざるを得ない状況であり、消費生活

センターの本庁舎への移転は難しいと考え、引き続
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きさんくす３番館で運営を継続する判断をしたもの

でございます。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 春藤副市長。 

○春藤尚久副市長 消費生活センターの配置に関しま

しては、ただいま担当から答弁させていただきまし

たとおりでございます。 

  今後とも、庁舎スペースの活用や組織の配置等に

ついて、公共施設ファシリティーマネジメントの観

点から全体最適を図るように努めてまいりたいと考

えております。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 33番 高村議員。 

   （33番高村議員登壇） 

○33番 高村将敏議員 公共施設最適化推進委員会で

の内容は、パスポートセンターの拡充を前提とした

配置調整が中心でありまして、消費生活センターの

配置については特に話合いもなく、単に押し出され

て帳尻合わせのような移転に見えて仕方ありません。 

  次に、さんくす１番館についてお伺いします。 

  市民サービスコーナー跡は、現在、学校教育部の

倉庫として使用しているとのことですが、ＪＲ吹田

駅の改札から至近距離という極めて高い立地価値を

有する市有資産であります。 

  そこでお尋ねいたします。当該地の面積及び年間

維持経費は幾らでしょうか。現在の倉庫利用は暫定

的な位置づけなのか、それとも当面継続する方針な

のかお聞かせください。 

○矢野伸一郎議長 学校教育部長。 

○井田一雄学校教育部長 さんくす１番館さんくす市

民サービスコーナー跡の面積は25.28㎡で、年間の

維持管理に係る経費は共益費、修繕積立金を合わせ

まして31万9,128円であり、暫定的な使用でござい

ます。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 33番 高村議員。 

   （33番高村議員登壇） 

○33番 高村将敏議員 当該地は区分所有の建物であ

り、本市はその１室を所有している立場にあります。

単独でさんくすのエリア全体の再整備を決定できる

立場にはないものの、駅前に位置する市有資産であ

る以上、資産経営の観点から長期的な位置づけを整

理しておく必要があると考えます。 

  学校教育部からは暫定的な使用とありましたが、

資産経営室として当該区画を将来的にどのように位

置づけているのか、駅前市有資産としての基本的な

資産戦略について見解を問います。 

○矢野伸一郎議長 公共施設整備担当理事。 

○伊藤 登理事（公共施設整備担当) まずは公共施

設整備担当から御答弁申し上げます。 

  当該普通財産につきましては、現時点では暫定的

な活用をしており、将来的な駅前再整備の動向を見

据えると、売却については慎重に判断していくもの

と考えております。 

  今後につきましては、どのように活用すべきか検

討してまいります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 都市計画部長。 

○清水康司都市計画部長 次に、都市計画部から御答

弁申し上げます。 

  吹田さんくすにつきましては、現在、団地管理組

合法人において、今後の建物の方向性について議論

を進められているところでございます。 

  当該普通財産につきましては、こうした議論を経

て示された今後の建物の方向性を踏まえ、ＪＲ吹田

駅周辺のまちづくりに寄与するよう、有効に活用さ

れるべきものと考えております。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 33番 高村議員。 

   （33番高村議員登壇） 

○33番 高村将敏議員 さんくす１番館の空きスペー

スを倉庫として使用し、本庁舎地下の空きスペース

も倉庫として使用する予定と聞いてます。一方で、

スペースが不足するとの理由から、役割を終えて、

本来であれば手放すべき公民館分館跡を賃借の継続

をしようとしています。これらは、公共施設マネジ

メントとして果たして最適と言えるのか。空いたら

取りあえず倉庫として使用するのではなく、市の賃

借物件と併せて区分所有部分の処分や整理など、全

体最適の観点から見直す余地がないのか。先ほども
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副市長から答弁があったように、しっかりとマネジ

メントを行い、いま一度考え直して、改めて検証す

る必要があると指摘しておきます。 

  次に、立体駐車場跡地についてお伺いいたします。 

  私は、待機児童解消に向けた児童部の使命と保育

需要の重要性については十分理解しております。し

かし、本件は単なる保育所整備という話だけではな

く、商業地におけるまちづくりと公共財産の活用に

関わる問題であると考え、以下、お伺いします。 

  当該地は、もともと商店街活性化の観点から駐車

場として整備された土地です。まず、本市は現在、

商店街活性化における駐車場の必要性をどのように

整理しているのかお教え願います。 

○矢野伸一郎議長 都市魅力部長。 

○脇寺一郎都市魅力部長 当該土地につきましては、

市としての方針が定まるまでの間、時間貸し駐車場

として活用しておりますが、周辺には複数の時間貸

し駐車場が立地しており、来街者向けの駐車場機能

は一定確保されていると考えております。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 33番 高村議員。 

   （33番高村議員登壇） 

○33番 高村将敏議員 政策変更の前提となる周辺の

駐車場の定量的な推移等のデータは整理されていな

いと聞いています。この数年間で周辺駐車場の増減

が未確認であれば、判断つかないのではと指摘して

おきます。 

  保育所の整備については、この場所でなければな

らない政策なのか。保育所は必ずしも駅前一等地で

なければ成立しない施設ではありません。当該地で

整備する必然性について具体的にお示しください。 

○矢野伸一郎議長 児童部長。 

○道場久明児童部長 当該跡地につきましては、待機

児童が発生している地域であるとともに、鉄道駅か

ら近く、商店街に位置するなど、通園する児童、保

護者及び従事者にとって利便性が高く、近隣の保育

施設の立地状況からも保育所整備に適しているもの

と考えております。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 33番 高村議員。 

   （33番高村議員登壇） 

○33番 高村将敏議員 当該地を売却し、その財源を

活用して別の適地で保育所を整備するという選択肢

も当然あるかと思いますが、その選択肢について検

討されたのでしょうか、お答え願います。 

○矢野伸一郎議長 児童部長。 

○道場久明児童部長 当該跡地の利活用につきまして

は、保育所の立地条件として適地であるとの判断の

下、本市の公共施設最適化推進委員会においてこの

整備の方向性を確認した上で、市として方針を決定

したものでございます。 

  昨今、民間事業者が不動産を確保し保育所を整備

することが困難な状況となっていることや、当該跡

地につきましては、鉄道駅に近く、広域的な利用ニ

ーズに対応できるものと見込んでおります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 33番 高村議員。 

   （33番高村議員登壇） 

○33番 高村将敏議員 土地利用は都市政策そのもの

です。当該地での保育所整備が、本市にとって真に

最適解であると判断したその合理的根拠を明確にお

示しください。 

○矢野伸一郎議長 児童部長。 

○道場久明児童部長 本市のこども計画では、計画的

に保育施設の整備に取り組むこととしておりますが、

本区域については、令和６年度（2024年度）から待

機児童が発生している状況にあり、当該跡地を活用

することで早期に保育ニーズに対応でき得ると想定

されることから、保育所整備用地として活用するこ

とを判断したものでございます。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 33番 高村議員。 

   （33番高村議員登壇） 

○33番 高村将敏議員 当該地は駅前商店街の中心と

いう高い立地価値を有する市有地であり、地域から

は活用の在り方について様々な意見や懸念も示され

ております。 

  また、貸付料算定の仕組み上、実勢価値が十分に

反映されない可能性がある構造であることも踏まえ

れば、本件は単なる施設整備ではなく、市民の共有
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財産をどのような考え方で活用するのかという本市

の姿勢が問われる案件であります。 

  その上で、改めてお伺いいたします。地域の声、

商店街の将来像、そして土地の持つ価値を総合的に

勘案した結果として、なおこの場所を保育所として

活用する判断が妥当であるとお考えなのか。その判

断が、将来にわたり市民に説明し得るものであるの

か市長の御見解をお示しください。 

○矢野伸一郎議長 児童部長。 

○道場久明児童部長 まずは担当から答弁申し上げま

す。 

  当該跡地での保育所整備に係る検討においては、

現状、ＪＲ吹田駅以南地域に待機児童が存在してい

ること、また立地上の観点から将来にわたって効果

的に保育ニーズに対応できることが見込まれ、児童

福祉の向上を図ることはもとより、さらなる地域及

び商店街の活性化にも寄与できることが期待できる

ものと判断したことによるものでございます。 

  また、地域の子育て世帯や商店街関係者からは、

保育環境の充実や地域の活性化を期待して、これに

賛同する御意見も受けております。 

  一方で、交通対策など不安のお声や商店街との協

働した取組を求める御要望を頂戴しておりますこと

から、関係部局とも連携しつつ、できる限りの対応

を検討し、当該事業を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 市長。 

   （市長登壇） 

○後藤圭二市長 このような案件を決断する際には、

数多くの利害関係者に御理解をいただかなければな

りません。それは結果的に納得につながるかってい

うと必ずしもそうはなりません。行政の責任はそこ

にあります。 

  ただいま担当から、保育所を整備すべき背景、理

由を御説明させていただきましたが、市としては、

地域の待機児童の解消のためには政策的に必要であ

ると判断をしたものでございます。 

  行政の責任を果たしていくため、地域及び関係者

への説明を重ね、その趣旨を御理解いただけるよう、

さらに努めてまいります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 33番 高村議員。 

   （33番高村議員登壇） 

○33番 高村将敏議員 数多くの利害関係者の声を聞

くことと、今言っていただきましたけれども、確か

に聞くことが大事なんですけども、今、聞けていな

い状況だからこそ、保育所整備に反対の声もあった

り、もちろん整備してほしいという声もあったりと

いうことで、分かれているのかなと思います。 

  確かに100％振り切ることはないとは思いますけ

れども、まだこの今の整備の段階で、やっぱりちゃ

んと話を聞いていくこと、広く聞いていくこと、こ

れが大事だと思っておりますので、ぜひともその姿

勢で取り組んでいただきたいと思います。 

  公共施設最適化推進委員会の内容では、保育ニー

ズの増加や提供量拡充の必要性については整理がな

されておりましたけれども、駅前商店街の中心とい

う都市戦略上、重要な土地をなぜ保育所用途とする

のかという点については、使用用途や代替案との比

較を含めた十分な議論が尽くされたのか、なお明確

とは言い難い印象を受けました。 

  駅前一等地という市民共有財産を長期にわたり特

定用途へ固定する判断は、将来世代にまで影響を及

ぼします。その重みに見合うだけの政策的整理が尽

くされたのか、残念ながら私にはそう感じられませ

んでした。引き続き、委員会での議論を注視してい

きたいと思います。 

  以上で質問を終わります。 

○矢野伸一郎議長 ４番 西岡議員。 

   （４番西岡議員登壇） 

○４番 西岡友和議員 立憲民主党の西岡友和です。

発言通告書に従いまして個人質問を始めさせていた

だきます。 

  第５次総合計画策定の手法と市民参画について。 

  第５次総合計画及び第３期まち・ひと・しごと創

生総合戦略の策定について、予算措置と策定手法に

ついて伺います。 

  令和８年度当初予算には、策定支援業務として約

372万円、さらに令和10年度までの債務負担行為と



【会議録（速報版）】校正前原稿のため、正式な会議録ではありません。 

― 179 ― 

して3,018万円が計上されています。 

  資料によれば、令和９年度に市民意見聴取を実施

するとあります。令和10年度実施予定のパブリック

コメントに先立って、策定委員会や審議会での議論

に加え、市民意見聴取を実施するとありますが、ど

のような手法で、どの層の市民の声を拾い上げよう

としているのか。特に、若年層や現役世代、そして

積極的に声を上げないマジョリティーの声を反映さ

せるための具体的な手法について伺います。 

  続いて、計画の一体策定と独自性について。 

  第５次総合計画と第３期創生戦略を一体的に策定

する方針が示されていますが、国の交付金要件に合

わせた画一的な計画になる懸念はないでしょうか。

本市の強みであります人口増が続く中で、独自戦略

をどう盛り込んでいくのか、策定支援委託に係る仕

様の考え方について御説明を願います。 

  続いて、不登校支援の居場所サポーターについて

お伺いをいたします。 

  急速な配置拡大に伴う人材確保について。 

  令和７年度の20校から令和８年度には小学校で20

校、中学校で14校、合計34校への配置を一気に拡大

し、令和10年度には全ての小・中学校に設置をする

予定であります。事業費約5,586万円が計上されて

いますが、教員免許を有するという高い要件を満た

す人材を週16時間という限定された条件の中で短期

間に増員することは可能でしょうか。現在の人材確

保の状況と今後の採用戦略について伺います。 

  財源と継続性について。 

  本事業の財源は、約3,724万円が大阪府の補助金

で賄われます。府の補助事業に依存したスキームで

ありますが、仮にもし将来的に府の補助金が縮小、

廃止された場合でも、市単独で全校配置を維持する

覚悟があるのか、財政的な状況について市の見解を

伺います。 

  それでは、ＪＲ吹田駅前滞在空間創出社会実験に

ついてお伺いをいたします。 

  さんくす夢広場における社会実験について、僅か

１か月の実験で何を見極めようとしているのか、そ

の目的と検証指標について伺います。 

  １、実験の目的と業績評価、ＫＰＩについて。 

  予算額124万円という小規模の予算でファーニチ

ャー、家具の設置による滞留性向上を検証するとの

ことですが、単に座っている人が増えたというだけ

でなく、周辺商店街への移動線や消費行動への波及

効果をどう測定するのか、具体的なＫＰＩの設定に

ついてお伺いをいたします。 

  二つ目として、安全管理と維持管理について。 

  トラブル発生時の対応体制はどうなっているのか。

また、季節による行動特性も変わってくると思いま

すが、考慮されているのかお伺いをいたします。 

  続いて、自治体システムの標準化と行財政コスト

の抑制についてお伺いをいたします。 

  移行遅延の要因とコストの影響について。 

  当初の完了予定から遅れて、特定移行支援や経過

措置といった対応が必要となり、令和８年度に約

4,990万円のコンサルタント委託料、さらに一部、

国からの補助もありますが、令和９年度には債務負

担行為を設定せざるを得ない状況になっております。

ベンダーのリソース不足が主因となっていますが、

トータルのコストは当初の予想から上回っている状

況でございます。 

  標準化の本来の目的の一つは、システム維持管理

経費の削減、そして業務効率の向上であったはずで

す。令和９年度以降の運用フェーズにおいて、確実

にランニングコストの削減及び業務効率の向上とい

う効果は見込めるのか、現状の認識を伺います。 

  最後に、北千里駅前の再開発の基本理念について

お伺いをいたします。 

  北千里駅前再開発事業の補助金及び事業費につい

て、市の財政負担と再開発の基本理念について伺い

ます。 

  本事業に対し、再開発事業費として約1.8億円、

さらに事業費補助金として約3.5億円が計上されて

おります。特定の再開発事業に対する多額の公金投

入となります。多額の税金を投入する以上、単なる

商業施設の更新にとどまらず、市民にとって具体的

なメリット、例えば公共空間の創出だったり、交通

利便性の強化や、また防災機能の向上等、具体的な

提示が不可欠であります。 

  申し上げたいのは、北千里に高層建築物、いわゆ
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るタワーマンションと言われるものですが、ふさわ

しくないと、このような議論がなされておりますが、

その議論の前にもっと基本的な考え方、理念、まち

づくりの哲学が必要ではなかったかと感じておりま

す。 

  北千里駅周辺を地域拠点としてどのように再生し

ていくのか、事業者に対してどのように社会貢献を

求めていくのか、改めて基本理念を伺います。 

  以上で１回目の質問を終わります。 

○矢野伸一郎議長 質問の途中でありますが、議事の

都合上、しばらく休憩いたします。 

（午前11時42分 休憩） 

―――――――――――○――――――――――― 

（午後１時 再開） 

○村口久美子副議長 休憩前に引き続き会議を再開い

たします。 

  ４番 西岡議員の質問に対する理事者の答弁を求

めます。行政経営部長。 

○今峰みちの行政経営部長 行政経営部に頂きました

御質問に御答弁申し上げます。 

  まず、第５次総合計画等の策定に当たり、市民参

画として、幅広い年代の声を集める工夫を考えてお

ります。ＳＮＳや休日の商業施設でのアンケートな

ど、第４次計画改定時の取組も参考に、今回委託す

るコンサルティング事業者からの提案も含め、効果

的な手法を検討してまいります。 

  次に、総合戦略につきましては、人口動態を基に

市の将来像を描き、持続可能なまちづくりを進める

ための戦略でございます。 

  当初は、総合計画とは別に策定をしておりました

が、４次計画の改定時より、将来像や基本目標など

重ねて議論するほうが望ましいと考え、計画期間を

合わせており、今回も一体的に策定することとして

いるものでございます。 

  当面の会議運営等の実務はもとより、計画期間中

の進行管理についても効果的、効率的に進められる

よう工夫してまいります。委託業務では、新たな人

口推計や地域の実情に応じた展望設定等への支援を

想定いたしております。 

  次に、システム標準化についてでございますが、

標準準拠システム移行後の運用経費に係る課題への

対応として、現在、国の運用経費に係る総合的な対

策の下、見積精査を進めるとともに、コンサルティ

ング事業者の知見も活用し、技術面を含む多角的な

検討を行っているところでございます。 

  また、業務効率の向上につきましては、長期的に

は、制度改正時のシステム改修の共同化による負担

軽減に加え、システム間連携及びデータ利活用も推

進し、可能な限り処理の電子化を図ることなどで、

業務プロセスの改善に資するものと認識いたしてお

ります。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 教育監。 

○植田 聡教育監 次に、学校教育部より御答弁申し

上げます。 

  居場所サポーターにつきましては、事業開始以来、

登録制による募集を継続的に行っております。本年

度におきましても、例年同様、随時応募を頂いてい

る状況で、現在の登録者数は、既に配置予定者数を

上回っており、人材の確保は円滑に進んでいるもの

と認識しております。 

  今後の採用につきましては、現在の広報及び募集

方法が効果的に機能していることから、今後も同様

の方法を継続していくとともに、支援ニーズの多様

化や将来的な欠員等にも柔軟に対応できるよう、引

き続き関係機関と連携した周知に努め、意欲ある最

適な人材が常にエントリーできる体制を維持するこ

とで、安定的な支援体制の構築に努めてまいります。 

  次に、国、府の補助金の動向と将来的な財政負担

及び事業継続の考え方についてですが、本事業にお

ける支援人材は、不登校支援を実施していく上で重

要な役割を担っており、この支援体制を維持、確保

することは、誰一人取り残されない学びの保障の推

進を実現するために不可欠な施策であると認識して

おります。 

  今後も、補助金の有無にかかわらず、将来にわた

って安定的に人材を確保し、支援を継続できるよう

予算確保に努めてまいります。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 都市計画部長。 
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○清水康司都市計画部長 都市計画部に頂きました数

点の御質問につきまして御答弁申し上げます。 

  初めに、ＪＲ吹田駅南側駅前広場の社会実験につ

きましては、居心地がよく歩きたくなるまちづくり

を目指して、滞在空間を創出し、人の流れの変化に

ついて検証などを行うことを目的としております。 

  現時点で、特に具体的なＫＰＩを設定しているも

のではありませんが、人流データなどを用いて、前

年の同時期との利用者数の比較や周辺の商店や利用

者への聞き取り、アンケートも実施する予定です。 

  実施に当たっての内容や安全管理につきましては、

今後、地域の方々の御意見を伺うとともに、関係機

関とも協議を重ねながら、十分な通行空間の確保や

定期的な点検といった対策など、詳細を決定してい

きたいと考えています。また、トラブル発生時には、

緊急連絡体制を構築し、対応する予定です。 

  なお、開催時期につきましては、気候がよく、比

較的快適に滞在していただける秋頃を予定しており

ます。 

  続きまして、北千里駅前再開発に関する御質問に

ついて御答弁申し上げます。 

  初めに、基本理念につきましては、平成28年

（2016年）に本市が策定しました北千里駅周辺活性

化ビジョンにおいて掲げた四つの基本理念の下、商

業機能や公共公益機能の更新による地区センターと

しての機能回復はもとより、一体的な整備による歩

行者動線や広場といったゆとりある空間、オープン

スペースの確保などにより、将来にわたり魅力的で

にぎわいのある、誰もが利用しやすい地域拠点の形

成を目指しているところです。 

  次に、公共貢献としては、市街地再開発事業によ

る駅前交通広場の再整備、周辺街区との一体的な歩

行者ネットワークの形成、民間施設の中で創出する

歩行者空間や広場などの整備により、北千里駅前に

おける人が中心のまちづくりの実現を目指していま

す。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 ４番 西岡議員。 

   （４番西岡議員登壇） 

○４番 西岡友和議員 議長のお許しを頂きましたの

で、２回目の質問をさせていただきます。 

  ただいまのパブリックコメントに関する御答弁に

ありました第５次総合計画の市民参画の幅広い年代

の声を集める工夫をしていくという御答弁を頂きま

したけれども、約39万人口の何人ぐらいの声を集め

るべきか、そして何パーセントの市民からの声を集

めることができれば達成ができたというふうに考え

ているのか、お答えを頂きたいと思います。 

  以上で２回目の質問を終わります。 

○村口久美子副議長 行政経営部長。 

○今峰みちの行政経営部長 ５次計画策定に際して市

民の皆様からお寄せいただく意見の数に関し、現時

点では目標値の設定までは想定いたしておりません

が、最も対象人数の多いものとして、対象千人単位

の無作為抽出の調査がございます。まずは、その回

答数について、一定の水準を確保してまいりたいと

考えているところでございます。 

  ４次計画改定時には、紙とオンラインを組み合わ

せ、回答者に占める割合が低くなりがちな若年層や

現役世代が回答しやすくなるような工夫をいたしま

した。 

  今回も、当該調査を含め様々な手法を工夫し、幅

広く御意見をお聞きしてまいりたいと考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 ４番 西岡議員。 

   （４番西岡議員登壇） 

○４番 西岡友和議員 議長のお許しを頂きましたの

で、３回目の質問に代えまして意見とさせていただ

きたいと思います。 

  最後の御答弁いただきましてありがとうございま

した。まず初めに、この市民の意見をどのように聞

くかということでございますけれども、パブリック

コメントの前にいろいろ様々、不特定多数の方には

がきを送って回収するというようなことも第４次総

合計画のときに行ったというふうにお伺いをしてお

りますけれども。 

  私が申し上げたかったのは、パブリックコメント

に対する何かちょっと一段上じゃないですけど、パ

ブリックコメントって日本語で言うと市民の声だと
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思うんですけれども、そのパブリックコメントの前

に市民の声を集めて、最終パブリックコメントを、

これも条例で制定されているのでやるということで、

それは分かるんですけれども。何かそのパブリック

コメントが特別なものといいますか、パブリックコ

メントで市民の声を聞きますということになってる

ような気がしてならないということ。 

  つまり、パブリックコメントの条例ができたのが

平成21年ということなので、その頃と今とではかな

りモバイルツールであったりとか、スマートフォン

の普及率だったり、随分、時代が変わってきてると

思いますので、いかに市民の声を集めてくるかとい

うことについて考えていただく必要があるのかなと

いうふうに思って質問をさせていただいたものです。 

  一方で、逆にパブリックコメントさえやっておけ

ば市民の声は聞きましたよっていう行政側のエクス

キューズ、言い訳に使われてる部分もあるのかなと

いうふうに思っております。真に市民の声をしっか

り聞き入れて、第５次総合計画のみならず様々なこ

とで、市民との対話会だったりとか市民の声を聞く

ということがもちろんあると思いますけれども、そ

ういったところで、特定の意見を聞くのではなく、

幅広い皆様の、つまり声なき声、いわゆるサイレン

トマジョリティーといいますか、多くの市民の皆さ

んの意見をしっかり取り入れて、この第５次総合計

画もつくっていただきたいなというふうに思ってお

ります。 

  それから、次はシステムの標準化によりまして、

いわゆる業務効率の向上を図っていくということが

求められていくわけでありますけれども、今、ちょ

うど高村議員の質問もありましたけれども、ＡＩを

使った業務の効率化、ＡＩ失業というような話もあ

りましたけれども、国会での質問でも取り上げられ

ておりましたが、ＡＩを使ってどんどん業務の効率

化が進んでいくということでございます。 

  行政の立場といいますか、自治体の立場からする

と、幾ら業務の効率化を図っても、人をリストラす

るという発想にはもちろんならないわけであります

から、どんどん業務の効率化を図っていって、必要

とされるところに人員を割いていけるようなものに

変えていっていただければなというふうに思います

ので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

  そして最後に、北千里の件につきまして、少しお

話をさせていただきたいと思います。 

  私、地元が北千里だということもありますけれど

も、吹田がもちろん大好きなんですが、その中でも

真っすぐ、山田から北千里に延びる真っすぐの道が

ありますよね。万博のときに像が歩いた道ですけれ

ども。あそこの道がすごく好きなんですね。ああい

うのってやっぱりニュータウンでないとああいうま

ちってつくれないというふうに思っておりまして。 

  私もその北千里の駅前にもちろん思い出が大変あ

るわけですけれども、先ほどの御答弁でありました、

人が中心のまちづくりということであります。それ

は、もちろん分かります。人が中心のまちづくりを

進めていただいているということで、これは説明会

なんかでも度々そういったお話をされておりますの

で、それは分かるんですが、市民の皆様に具体的な

イメージとして、民間が行う事業でありますが、再

開発組合と協力して見える化に努めてもらいたいと

いうふうに思っています。 

  これがこのまま真っすぐ事業がうまく進んだとし

ても、完成が13年後なんですよね。13年後ってなり

ますと、私自身がもう既に高齢者に差しかかります。

13年後がスタートで、そこからまちが動き出すとす

れば、恐らく50年は少なくとも北千里のまちがこの

先進んでいくとすれば、63年後までそのまちで吹田

市民が、そしてまた吹田に関わる人々が暮らしてい

くというわけです。そういった観点でまちづくりを

吹田市は責任を持って進めていって、もちろんいっ

てもらっていると思いますけれども、それをもっと

市民の皆さんに伝えてもらいたいということです。 

  よく市民の皆様から、結局、北千里に何ができる

のという話を伺うことがありますので、ぜひそこの

点、繰り返しになりますけれども市民の皆様に具体

的なイメージ、そして吹田市が持つまちの、つくり

たいまちづくりというものを積極的につくっていっ

ていただけるように、ここは重ねてお願いしたいと

思います。 

  例えば、私が説明をするとするならば、サードプ
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レイスとしての機能を持たせる。いわゆる行き場所

がない方がたくさんいらっしゃる。独居でお住まい

の御高齢者の方もいらっしゃいますし、もちろんお

独り身の方もいらっしゃいます。家庭があったとし

てもサードプレイス、会社でも家庭でもないもう一

つの場所という意味で使われていると思いますが、

そういったものをしっかりつくっていくに当たって、

この北千里のまちをしっかりつくっていくというこ

とで。 

  その中で、今回、質問の中にも混ぜさせてもらい

ましたけれども、ＪＲ吹田駅前のファーニチャーを

設置するという話がありましたが、あれすごく私は

いいなというふうに思って、実は今回質問させても

らってます。140万円程度のスモールスタートでは

ありますけれども、どんどん街角を自分たちがもう

一つのサードプレイスとして、利用できる環境とい

うのをつくってもらいたいというふうに思っている

からなんです。 

  ですから、今回のＪＲ吹田駅前もしっかりと実験

をして、どのように人の流れが変わっていったかっ

ていうのをしっかり見ていっていただきたいなとい

うふうに思っております。 

  北千里のことで最後まとめますと、最終的な、社

会的なセーフティーネットとして、よく言われる多

世代の方の交流の場というふうに言われます。いわ

ゆる小さなお子さんから子育て中の若いお母さん、

お父さん、そして御高齢者の方がそこに集まってサ

ードプレイスとして居場所があるというふうによく

言われるんですけども。私、ここは力を入れて言い

たいんですが、そのときの高齢者って一体幾つぐら

いの方を高齢者と見ているかということなんですね。 

  先ほど申しましたように、13年後って私も高齢者

に該当するわけです。そのときの高齢者って、恐ら

く私、団塊ジュニアですから、私の親が団塊の世代

で76とか77とか、今、そういった年代なんですけど

も、13年後って恐らく90歳を超えてくる年齢になり

ますが、恐らくその時代って、もう人生100年時代

をいよいよ実現するときだというふうに思っていま

す。そうであるならば、そのときの高齢者が90歳や、

また100歳というような方が集えるまちづくりとい

うような視点を持っていくべきだと思っています。 

  それはどんなまちかというと、バリアフリーは当

然ですけれども、例えば歩くところがアスファルト

になっているのか、それとも何かこうアンツーカー

とかゴムとかを敷き詰めたようなものになっている

のか、いわゆる未来のまちだということなんですね。 

  重ねて言いますけれども、もう既にそのまちとい

うのは、今から60年とか70年間使うまちですから、

もう私らのまちじゃないと思います。私の世代では

既にない。今の私たちの子供の世代、そしてまだ産

まれてもいない吹田市民の、また吹田市に関連する

子供たちのまちだと思っておりますので、そういう

視点について、どんなまちをつくるのかっていうの

を、最後になりますけれども、具体的なイメージと

して提示していただけるようなものに、もう少し予

算を使ってもいいと思いますし、見える化にぜひと

も努めていただきたいというふうにお願いを申し上

げます。 

  以上で意見とさせていただきます。 

  最後になりますけれども、本年をもちまして御退

職をなされる職員の皆様、本当にお疲れさまでござ

いました。ありがとうございました。 

○村口久美子副議長 22番 柿原議員。 

   （22番柿原議員登壇） 

○22番 柿原真生議員 日本共産党の柿原真生でござ

います。個人質問をさせていただきます。 

  投票における合理的配慮について伺います。既に

何人かの方からは質問がありました。重なる部分も

ありますけれども、御容赦ください。 

  この２月に行われた衆議院選挙は、戦後最短と言

われる不意打ちのような解散総選挙で、掲示板の設

置や選挙公報、投票案内状が大幅に遅れるなど選挙

管理委員会や選挙事務に携わった方、業者さんも多

大な御苦労があったというふうに思います。 

  また、期日前投票所は大変混雑しており、期日前

投票をする有権者は非常に多いと感じます。ニュー

タウンプラザでは、多いときには１時間待ちとも言

われ、最後尾と書いたプラカードまで登場する、施

設の外に行列ができている、そんな状態でした。 

  幾つかお伺いします。この間の国政選挙及び地方
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選挙の期日前投票の状況をお答えください。 

○村口久美子副議長 選挙管理委員会事務局長。 

○杉原博之選挙管理委員会事務局長 直近の地方選挙

及び国政選挙における期日前投票所での投票者数は、

令和５年（2023年）知事選挙３万5,457人、市長選

挙３万2,940人、令和６年衆議院議員総選挙４万

7,143人、令和７年参議院議員通常選挙６万2,338人、

令和８年衆議院議員総選挙４万8,737人となってお

り、特に直近の国政選挙におきましては、政治への

関心の高まりや期日前投票に関する認知度の向上に

より、期日前投票を利用される方が増加傾向にある

と認識しております。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 22番 柿原議員。 

   （22番柿原議員登壇） 

○22番 柿原真生議員 ニュータウンプラザでは、手

押し車の高齢者もそこにただ並ぶだけということで、

周りの方も心配をされたようです。近くの椅子に座

るように促された方もいるとお聞きしますが、その

場の対応だけでよいのか検討が必要です。 

  投票所の中に入ってしまえば、障がいのある方へ

の投票支援などの合理的配慮が行われるように徹底

はされていますが、その手前の段階である順番待ち

についても、合理的配慮が要るのではないでしょう

か。 

  歩行困難な要介護の高齢者や障がいのある方、妊

婦や赤ちゃん連れなどで投票に出かけること自体が

大変という方たち用にスペース的に可能であれば、

優先レーンの設置を検討してはどうでしょうか。ス

ペース的に難しい場合であっても、せめて整理券を

発行し、その場を離れて休めるようにできるなど、

長時間並ぶだけの前近代的な状況は改善が必要では

ないでしょうか。 

  来年には統一地方選挙があり、いずれ国政選挙も

あります。準備しておくことを求めます。見解をお

聞きします。 

○村口久美子副議長 選挙管理委員会事務局長。 

○杉原博之選挙管理委員会事務局長 今回の衆議院議

員総選挙の期日前投票所は、投票日が近づくにつれ

投票者数が増加し、各期日前投票所では投票の順番

待ちに並ぶ方による長蛇の列ができ、大変御不便を

お掛けしたことを誠に申し訳なく思っております。 

  また、長時間行列に並ぶことが困難であるため、

期日前投票所での投票を諦めて帰る方もおられる等、

障がい者や高齢者等への配慮を求める声も多く届い

ており、課題であると認識しております。 

  配慮が必要な方への対応につきましては、御提案

いただいた優先レーンや整理券の発行をはじめ、ど

のような方策が必要かについて、次回選挙に向けて

検討してまいります。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 22番 柿原議員。 

   （22番柿原議員登壇） 

○22番 柿原真生議員 よろしくお願いします。 

  次の質問に行きます。千里ニュータウンの諸問題

について。 

  まず、北千里駅前の市街地再開発事業についてお

伺いします。この計画では、100ｍ以下に抑えると

はいえ、保留床を生み出すためのタワーマンション

建設の計画に変わりはないようです。これまでの意

見交換会では、主にまちづくりに関する議論が行わ

れ、タワーマンションについては議論する場がなか

ったという参加者の声があります。 

  先日開催された都市計画審議会では、この再開発

事業の報告が行われたそうですが、タワーマンショ

ンについてはどのような質疑があったのでしょうか。

詳しくお聞かせください。 

○村口久美子副議長 都市計画部長。 

○清水康司都市計画部長 本年１月30日に開催された

都市計画審議会では、地域の方々の理解度に関する

市の認識について、区分所有者が増えることによる

将来の更新時における懸念について、高度地区によ

る高さ制限との関係性について、事業手法を市街地

再開発事業とした理由についての質疑がございまし

た。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 22番 柿原議員。 

   （22番柿原議員登壇） 

○22番 柿原真生議員 新年度予算には、設計等に関

する補助金の予算が提案されています。秋頃に予定
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されている都市計画審議会で、都市計画決定されれ

ば本格的に事業が進むことになります。その前に改

めて確認しておかなければならないと思いますが、

今回の計画どおり事業が完了後、数十年後の将来行

われる再々開発のときに、今回のタワーマンション

の敷地は民有地で関係がなくなってしまい、保留床

を新たにつくろうと思えば、再々開発可能な面積が

減ってしまうということになります。 

  今回予定されている駅前の商業・公共公益施設、

オープンスペースの面積は現状と比較してどれくら

い減るのでしょうか。 

○村口久美子副議長 都市計画部長。 

○清水康司都市計画部長 商業・公共公益施設及びオ

ープンスペースの面積につきましては、現時点で詳

細が未定であるため、現状との比較をお示しするこ

とができませんが、オープンスペースの確保につき

ましては、当該事業の目的の一つであり、現状の面

積以上を確保することになると考えています。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 22番 柿原議員。 

   （22番柿原議員登壇） 

○22番 柿原真生議員 将来の再々開発のときには、

恐らくここにいる人のほとんどは関与しないと思い

ます。その先まで見据えて今回の再開発事業を進め

ていくべきではないでしょうか。どのようにお考え

かお聞かせください。 

○村口久美子副議長 都市計画部長。 

○清水康司都市計画部長 現在の施設計画としまして

は、敷地及び建物を商業・公益棟と住宅・商業棟と

で分離した計画としており、それぞれの建物が更新

時期を迎えた際には、今回のような一体的な再整備

によらず、単独での建て替えが容易となるよう配慮

しています。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 22番 柿原議員。 

   （22番柿原議員登壇） 

○22番 柿原真生議員 分離しているからこそ新たな

保留床を生み出すという余地が狭くなっていきます

ねということを申し上げておきたいと思います。 

  次の質問に行きます。中楽坊の佐竹台計画につい

てお伺いします。 

  請願採択後、事業者への指導はどのようにされた

のでしょうか、お聞かせください。 

○村口久美子副議長 都市計画部長。 

○清水康司都市計画部長 事業者への対応として、令

和７年（2025年）10月に事業主と直接面談を行い、

千里ニュータウンのまちづくり指針を遵守するよう

改めてお願いいたしました。 

  その後、12月には請願者も交えた３者協議を行い、

地域からの意見や要望を改めて伝えました。事業者

は、これらの場で、今回の計画が単なる共同住宅で

はなく、地域に貢献する施設を含むものだと主張し

ています。 

  これを受けて、市としては引き続き協議を重ねる

ことを事業者と確認するとともに、具体的な施設内

容についての説明と資料の提示を求めているところ

です。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 22番 柿原議員。 

   （22番柿原議員登壇） 

○22番 柿原真生議員 今回焦点となっているのは、

千里ニュータウンのまちづくり指針の基準を適用し

ない福祉施設とはどのような施設なのかということ

です。事業者側は、福祉施設と同等の施設内容であ

ることを主張されているようですが、その根拠はど

ういったものかお答えください。 

  あわせて、千里ニュータウンのまちづくり指針の

運用について、変更もしくは改善すべきと考えてい

るところがありましたらお示しください。 

○村口久美子副議長 都市計画部長。 

○清水康司都市計画部長 事業者は、本計画が地域に

貢献する福祉サービス施設として機能し、単なる住

宅開発とは異なる価値を提供していると主張すると

ともに、地域貢献の重要な要素として、公的資金を

使わずに地域の高齢者支援を自立的に展開している

点を強調しております。 

  現在は、これらについての明確な説明と資料の提

示を求めているところです。 

  容積率の算定は建築基準法で区分される用途に従

って行われるため、確認申請と異なる用途の取扱い
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を今後も行う予定はございませんが、今回の事例も

踏まえて、千里ニュータウンのまちづくり指針の趣

旨に沿った運用となるよう点検を行っているところ

です。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 22番 柿原議員。 

   （22番柿原議員登壇） 

○22番 柿原真生議員 ぜひ引き続きよろしくお願い

したいと思います。 

  新年度に組織改正が予定をされています。都市計

画室の一部業務が計画調整室に移管することとされ

ています。この動きが千里ニュータウンのまちづく

りの取組にも影響するものなのか、組織改正の必要

性についてお聞かせください。 

○村口久美子副議長 行政経営部長。 

○今峰みちの行政経営部長 都市計画部内の組織改正

といたしまして、都市計画室から企画担当業務と建

設予算担当業務を、また資産経営室から施設最適化

業務の一部を、計画調整室にそれぞれ移管すること

としております。 

  これは、千里ニュータウンをはじめとする大規模

開発に係る窓口の一元化により、企画立案から事業

化まで切れ目のない検討を可能とし、施設最適化関

連も含めた建設事業の企画、予算の相互連携を図る

狙いでございます。当該エリアのまちづくりにも関

わる業務の円滑な遂行に資する改正でございます。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 22番 柿原議員。 

   （22番柿原議員登壇） 

○22番 柿原真生議員 次の質問に行きます。市民課

業務の委託について伺います。 

  戸籍届や審査を除く窓口での受付、証明発行業務、

郵送、電話対応など、ほとんどの業務が12月に民間

委託されました。委託の主要な目的は、高品質な市

民サービスの実現と待ち時間の短縮と、これまで説

明されてきました。以下、数点お聞きします。 

  12月の委託以降、昨年同時期と比較し、発券機で

発券してから窓口で呼出しを受けるまでの待ち時間

はどうなっているでしょうか。直営で残っている窓

口業務の戸籍届と委託された業務の戸籍届以外、証

明発行、この三つの分類、また全体の平均の時間、

最長待ち時間についてお答えください。 

○村口久美子副議長 市民部長。 

○大山達也市民部長 市民課窓口の待ち時間につきま

して、業務の一部委託開始後の実績を昨年度同時期

と比較しますと、戸籍届は11分52秒で23分50秒の短

縮、住民異動届などの戸籍届以外は23分37秒で８分

６秒の短縮、証明発行は５分11秒で３分25秒の増加

となっております。 

  また、三つの窓口全体の平均待ち時間は12分30秒

で１分43秒の短縮となり、最長待ち時間は、戸籍届

が１時間35分で74分９秒の短縮、戸籍届以外が３時

間９分で16分11秒の短縮、証明発行が47分24秒で29

分13秒の増加となっております。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 22番 柿原議員。 

   （22番柿原議員登壇） 

○22番 柿原真生議員 今お聞きした時間は、あくま

でも発券から呼び出されるまでの時間で、手数料支

払いまでの全て終わるまでの時間ということではな

いということだそうです。 

  引っ越し届や戸籍届は窓口を三つ増設すると言わ

れていました。その関係で待ち時間の短縮が図られ

たのでしょうか。 

  一方、証明発行の待ち時間が増えている理由は何

なのかお答えください。住民票の発行待ちに１時間

程度かかったという声も複数聞いていますがなぜで

しょうか、お答えください。 

○村口久美子副議長 市民部長。 

○大山達也市民部長 戸籍届の受付窓口は、委託前は

戸籍届以外の手続と合わせて10窓口で対応しており

ました。委託後は窓口を増設し、そのうち４窓口を

戸籍専用窓口として運用することで、受付までの待

ち時間の短縮につながっていると分析しております。 

  一方、証明の交付までに時間を要している点につ

きましては、受付から発行、確認、交付に至る一連

の処理において、受託事業者が業務に習熟する過程

であることが影響していると考えております。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 22番 柿原議員。 
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   （22番柿原議員登壇） 

○22番 柿原真生議員 習熟の問題とおっしゃられま

した。定型的な業務だから委託でも十分可能と言わ

れていましたが、そんなに簡単に習熟はされていな

い、できないというようなことだと思います。 

  昨年の予算委員会の分科会では、こんなふうにお

っしゃっていました。２年前の繁忙期、今から２年

前ですね、長時間の待ち時間が発生し、３時間を超

えることもあったため、委託により最大１時間半か

ら２時間を目標にしたいというふうにおっしゃって

いましたが、現状はどうなっているでしょうか。ま

た、１時間半から２時間程度に収められる、そうい

う見込みでしょうか、お答えください。 

○村口久美子副議長 市民部長。 

○大山達也市民部長 令和７年（2025年）12月から令

和８年（2026年）２月第３週までにおける戸籍届以

外の手続の最長待ち時間は、昨年12月１日の３時間

９分でございます。 

  ３月３週目から４月１週目にかけての、いわゆる

繁忙期につきましては、現在、受託事業者において

窓口の増設などの対応が検討されております。 

  市としても、これらの対応への協力に加え、市独

自の対策を講じることで、待ち時間の短縮に取り組

んでまいります。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 22番 柿原議員。 

   （22番柿原議員登壇） 

○22番 柿原真生議員 これまでも指摘をしてきまし

たが、委託前は職員が受付から発行まで一連の作業

を行っていました。これが二つの担い手に分かれる

ことになり、効率が悪くなっているようです。 

  市は、受託者のスキルについてどう評価している

のでしょうか。仄聞しているところでは、窓口での

受付から直営の職員が行う検査のほうに回ってくる

までに時間がかかっているようです。なぜでしょう

か。また、職員の検査で不備が分かり戻されること

は、どれぐらいの頻度で起こっているのでしょうか。 

○村口久美子副議長 市民部長。 

○大山達也市民部長 受託事業者の処理能力につきま

しては、待ち時間が減少傾向にあることから、徐々

に向上しているものと認識しております。 

  委託当初は、受託事業者の業務習得が十分でなか

ったことや、受付から交付までの各工程で職員が確

認を行っていたことなどから時間を要しておりまし

たが、現在は、確認手順を段階的に見直し、縮減を

進めているところです。 

  なお、処理の不備により受託事業者へ返戻となる

事案は、いまだに少なくないことから、受託事業者

の管理者に対し、都度必要な指摘を行い改善を促し

ております。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 22番 柿原議員。 

   （22番柿原議員登壇） 

○22番 柿原真生議員 そういう状況だということで

すね。 

  毎年市民アンケートを実施しているとのことです

が、委託に変わってからの市民の声をお答えくださ

い。 

○村口久美子副議長 市民部長。 

○大山達也市民部長 今年度の来庁者アンケートにつ

きましては、委託開始からの期間が短いことや繁忙

期に向けた準備に注力する必要があることから、年

度内の実施は見送ることといたしました。繁忙期終

了後に効果検証を行うため、改めて実施する予定で

す。 

  なお、市民の声といたしましては、委託前と同様

に待ち時間が長いという御意見を複数頂いておりま

す。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 22番 柿原議員。 

   （22番柿原議員登壇） 

○22番 柿原真生議員 昨年の委員会では、とにかく

来年の繁忙期はこんなことにはならないようにした

いんだと、担当者は一生懸命言われてました。そう

なるかどうか分かりませんけれども、引き続き取組

をよろしくお願いします。 

  次の質問に行きます。渋谷区初台のヘルシーロー

ドの取組について伺います。 

  回復期リハビリテーション病院のある渋谷区初台

地区では、東京都の山手通りの整備を契機に、健康
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医療福祉都市の理念でまちづくりが行われました。 

  携わった脳外科医の酒向正春氏は、日々病院で執

刀し、命を救うことにやりがいを感じていたが、後

遺症で社会復帰できない人が気になり、脳科学リハ

ビリ医に転向、脳卒中患者ら約２万人に関わってき

たとのことです。助けた患者たちが、急性期、回復

期を経て、慢性期のリハビリとなったこういう方々

の過ごし方を考え、障がいがあっても24時間出歩き

たくなるまちとして、民間や自治体協働でバリアフ

リーなどを進め、健康医療福祉都市を進めています。 

  本市も健康医療都市を標榜し、健都では公園や健

都ライブラリーでの事業が行われています。今後は、

吹田市内全体で入院治療、医療の部分、その後の長

い人生、質の高い高齢期を楽しく過ごせるような取

組を各機関、各所管がそれぞれに取り組むのではな

く一体的に進めてはどうかと考えます。 

  介護予防、健康づくり、体力づくりといった目標

の行動は楽しくないし続きません。人間はこうある

べきだけでは動けません。外出自体が困難な方が、

まちなかの買物や食事など、障がいのない方と同様

に、楽しみを目的に安心して外出できるようなバリ

アフリー化の目的や範囲、これを広げていただいて、

障がい者用のトイレ、移動手段の整備など、商店街

をはじめ、まち全体をアップデートすることを、今

後目指すべき方向性だと考えます。 

  国立循環器病研究センターや市民病院をはじめ、

回復期リハビリ病棟を持つ病院や医師、訪問リハビ

リ等を行う事業所との連携、高齢者や障がい者の福

祉施策、地域の商店街や交通、公園や道路を含めて

検討することを提案します。市長の見解をお伺いし

ます。 

○村口久美子副議長 健康医療部長。 

○岡松道哉健康医療部長 まずは健康医療部から御答

弁させていただきます。 

  本市では健康すいた21（第３次）に基づき、楽し

みながら自然と健康になれるまちづくりをベースと

した、暮らしに溶け込む健康づくりを全庁的な取組

として推進しています。 

  具体的には、都市公園のリニューアルやバリアフ

リーの推進といった出かけたくなる場の整備や、市

民の暮らしに身近な商業施設での情報発信等に取り

組んでいるところです。 

  また、暮らしに溶け込む健康づくりの推進に当た

っては、行政以外の主体との連携も重要であるため、

地域団体や企業、研究機関等との連携によるまちぐ

るみでの健康づくりの取組を推進しています。 

  引き続き、誰もがいつまでも自分のやりたいこと

ができることを目指して、市民の健康を支える取組

の充実に努めてまいります。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 市長。 

   （市長登壇） 

○後藤圭二市長 まちづくりにつきまして、これは昔

からずっと議論がされてるんですが、よく言われる

のが、歩きたくなるまち、歩きやすいまち、それか

ら歩けるまち、様々な表現があります。それは誰に

とってかっていうのがよく言われておりません。 

  全ての人にとってということなんですが、特に歩

きにくい方、何らかの障がいを持っておられる方、

それから車椅子もそうですけれども、ただ全ての道

路がバリアフリー仕様であるべきだという御意見も

あるでしょうが、それにはもちろん限界があります。 

  また一方で、医学的には適度なバリアが健康に効

果的だと言われている、そういうエビデンスもある

ようです。 

  御紹介いただいた事例、渋谷区の事例も参考にし

て、バリアフリーとロコモ対策、その双方の視点も

持ちながら、健康、医療のまちづくりを進めてまい

りたいと存じます。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 22番 柿原議員。 

   （22番柿原議員登壇） 

○22番 柿原真生議員 ぜひよろしくお願いします。

健康すいた21が、今後また次の計画期間に移るとい

うことで新たに検討されていくというふうに思いま

す。掲げている目標というか、思いは恐らく共有で

きているのかなっていうふうに確認をすることがで

きました。全ての道路、まちの全てをということは

なかなか現実的ではないというふうに私自身も思い

ますし、初台プロジェクトっていう、こういう面的
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にこの地域でこういうスポットがありますよとか、

こういうバリアフリーができてますよっていうよう

な姿がやっぱり皆さんで共有できるようなものを、

ぜひ次の計画でつくっていっていただけたら、恐ら

くはほかの地域でも、うちの地域でもこういうこと

できるねとか、いろんな気づきがあると思います。 

  文章だけではなかなか、正直皆さんが目標を共有

するというのは難しいというふうに思いますので、

ぜひそういう点も工夫しながらやっていっていただ

きたいということを求めて質問を終わります。あり

がとうございました。 

○村口久美子副議長 20番 竹村議員。 

   （20番竹村議員登壇） 

○20番 竹村博之議員 個人質問をさせていただきま

す。 

  まず、東佐井寺地区公民館、五月が丘児童センタ

ー及び東佐井寺地区高齢者いこいの間の大規模改修

について質問をいたします。 

  御存じのように、これら３施設は東佐井寺小学校

と隣接した施設であり、日頃から地域の子供たちや

現役世代、高齢世代、全ての住民の活動拠点となっ

ています。今回の大規模改修事業によってより安全

で使いやすい施設となり、これまで以上に地域に親

しまれる活動の場となるように願い、以下、質問を

いたします。 

  各施設の改修内容について詳しくお聞かせくださ

い。地域の皆さん、利用者の声を反映させた点につ

いてお聞かせください。 

○村口久美子副議長 地域教育部長。 

○二宮清之地域教育部長 まずは地域教育部から答弁

申し上げます。 

  東佐井寺地区公民館、五月が丘児童センター及び

東佐井寺地区高齢者いこいの間の共通の改修内容と

しましては、外部建具や内装の改修のほか、照明の

ＬＥＤ化や空調設備の更新の設備改修工事などでご

ざいます。 

  また、東佐井寺地区公民館の個別の改修内容とし

ましては、エレベーター、バリアフリートイレ及び

防犯カメラの設置、自動扉の更新などでございます。 

  そのほか、地域や利用者の皆様の声を反映させた

点としましては、エレベーターの設置位置の調整、

エレベーターへの通路の窓や和室の収納の設置など

でございます。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 児童部長。 

○道場久明児童部長 児童部からも答弁申し上げます。 

  五月が丘児童センター個別の改修内容といたしま

しては、ベビーカー置場、授乳室の新設、バリアフ

リートイレの設置、自動扉の更新などでございます。 

  地域や利用者の皆様の声を反映させた点としまし

ては、室内で思い切り遊びたいという意見を受け、

遊戯室等には強化ガラスを入れ、安全面の向上を図

るなど対応してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 福祉部長。 

○梅森徳晃福祉部長 福祉部からもお答えいたします。 

  東佐井寺地区高齢者いこいの間の主な改修内容に

つきましては、和室の洋室化や玄関の段差解消であ

り、地域の利用者のお声を反映したものでございま

す。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 20番 竹村議員。 

   （20番竹村議員登壇） 

○20番 竹村博之議員 改修工事のスケジュール、工

事等準備も含めた実際の各施設の閉鎖期間について

お聞かせください。 

○村口久美子副議長 地域教育部長。 

○二宮清之地域教育部長 ３施設全体の改修工事のス

ケジュールにつきましては、工事を２期に分けて進

める予定としており、第１期工事は令和９年１月か

ら同年６月の間に児童センター部分を、第２期工事

は令和９年７月から同年12月の間に公民館及び高齢

者いこいの間部分をそれぞれ実施する予定でござい

ます。 

  御利用いただけない期間につきましては、現在で

の見込みとなりますが、備品等の搬出や設置を含め、

各工期の前後２か月ほどを想定しているところでご

ざいます。 

  なお、２期工事とするため、現在のところ児童セ

ンターと公民館については、相互に諸室の利用を検
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討しており、具体的な期間は、今後、調整をしてま

いります。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 20番 竹村議員。 

   （20番竹村議員登壇） 

○20番 竹村博之議員 各施設の閉鎖期間が長期にわ

たるわけですが、閉鎖中の代替施設についてはどの

ようになるのでしょうか。利用者からの要望内容、

また現在の検討状況と見通しについて併せてお聞か

せください。 

○村口久美子副議長 地域教育部長。 

○二宮清之地域教育部長 まずは地域教育部から答弁

申し上げます。 

  東佐井寺地区公民館を御利用いただけない見込み

期間におきまして、既に各団体で代替場所を検討し

ていただいており、近隣の集会施設等の使用を検討

していると伺っております。 

  引き続き、地区公民館長会において大規模改修中

の地域団体の受入れについて周知するとともに、相

談があった場合には近隣施設の情報を提供するなど、

必要な支援に努めてまいります。 

  なお、事務所機能につきましては、工事を２期に

分けていることから、現在、児童センターと相互に

利用することを検討しており、定期的な主催講座に

よる学習機会の提供は継続する予定でございます。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 児童部長。 

○道場久明児童部長 児童部からも答弁申し上げます。 

  当該児童センターを御利用いただけない期間につ

きましては、子供の居場所を確保するため、公民館

の活用のほか、関係所管と検討を進めております。 

  また、近隣の児童センター、公民館及び子育て広

場等を案内し、利用者が行き場に困ることがないよ

う丁寧に周知を行ってまいります。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 福祉部長。 

○梅森徳晃福祉部長 福祉部からもお答えいたします。 

  東佐井寺地区高齢者いこいの間を御利用いただけ

ない期間があることは事前に地域の利用者の皆様へ

お伝えし、御理解いただいているところではござい

ますが、相談があった場合には近隣施設の情報を提

供するなど、必要な支援に努めてまいります。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 20番 竹村議員。 

   （20番竹村議員登壇） 

○20番 竹村博之議員 最後は要望させていただきま

す。各施設の担当部から御答弁いただきました。事

業実施に当たり、事業内容やスケジュールと併せて

地域や事業者の皆さんの声を反映した内容について

もお示しいただきました。また、施設閉鎖中の利用

については、地域の御協力も含めて検討されている

とのことです。改修工事は２期に分けて行われると

いうことで、相互利用が予定をされています。単独

の施設改修と違って工事期間中の市民の利用が想定

されますので、工事の実施に当たっては十分な周知

や安全対策を求めておきます。 

  次の質問に移ります。紫金山公園の魅力向上につ

いてお尋ねいたします。 

  本市では、市内の主要な８公園において再整備事

業が進められています。もとより老朽化した遊具や

トイレなどの公園内施設を改修、改善し、安心、安

全に市民が自由に利用できる公園を維持管理するの

は本市の責任であります。 

  現在、魅力向上と称して、桃山公園、江坂公園、

続いて中の島公園でＰａｒｋ－ＰＦＩ制度を導入し、

指定管理者として民間事業者が参入しています。そ

の上で、現状の公園管理について議会等を通じて率

直に問題点を指摘してきたことは御存じのとおりで

あります。 

  さて、今回、紫金山公園の魅力向上事業として、

指定管理者制度導入と再整備に関わる予算が計上さ

れています。単なるにぎわいではなく、豊富な自然

と歴史的価値のある紫金山公園の魅力向上にはＰａ

ｒｋ－ＰＦＩ制度はふさわしくなく、地域の多くの

皆さんの要望に沿っていると思います。私なりにこ

れまでの経過を踏まえて、以下、質問をいたします。 

  今回、市の説明では、昨年６月に紫金山公園の目

指すべき姿を策定し、その実現に向けた取組の一つ

として、指定管理者制度を導入するとされています。

これまで地域や関係者の皆さんに事前に説明をされ
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ているのでしょうか。また、指定管理者の役割につ

いて具体的にお聞かせください。 

○村口久美子副議長 土木部長。 

○真壁賢治土木部長 指定管理者制度導入につきまし

ては、令和７年（2025年）２月に開催した紫金山公

園市民ワークショップの最終回において、令和８年

度公募予定であることを説明しております。その後、

関係団体への出前講座や紫金山公園の地権者、里山

管理を行うボランティア団体の代表の方など個別に

お伝えをしている状況です。 

  指定管理者の役割につきましては、本公園の目指

すべき姿に掲げた目標像を実現するため、一般的な

公園の維持管理業務や広報、利用促進など運営管理

業務に加え、紫金山公園の特性を生かした業務とし

て、里山環境のモニタリング調査、管理計画の作成

及び市民活動との連携などにより、公園全体の植物

管理について専門性を有する職員を配置の上、コー

ディネートを行っていただくことを想定しておりま

す。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 20番 竹村議員。 

   （20番竹村議員登壇） 

○20番 竹村博之議員 今回、予算案として指定管理

者候補者選定委員会の報酬12万6,000円が計上され

ています。選定委員会の構成について、またどのよ

うな知見を求めるのか、今後の予定と併せてお聞か

せをください。 

○村口久美子副議長 土木部長。 

○真壁賢治土木部長 現時点において、選定委員会の

委員は５名とし、構成として公園や緑の分野に係る

学識経験者１名を必須とし、それに加え、生物多様

性、都市計画、指定管理者制度にたけた学識経験者

等をそれぞれ１名ずつ、そして税理士１名を想定し

ております。 

  ４月以降、委員の選定と委嘱の手続を進め、７月

以降に第１回選定委員会を開催したいと考えており

ます。計３回の委員会開催を予定しており、年内に

は指定管理候補者の選定を終えたいと考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 20番 竹村議員。 

   （20番竹村議員登壇） 

○20番 竹村博之議員 基本設計委託料として3,353

万4,000円が計上されています。かなりの高額だな

と思っています。現時点で再整備事業のスケジュー

ル、整備内容、総事業予算についてお聞かせをくだ

さい。 

○村口久美子副議長 土木部長。 

○真壁賢治土木部長 来年度の基本設計につきまして

は、紫金山公園の開設面積約8.4haのうち、約５ha

を見込んだ予算となっております。 

  令和９年度（2027年度）は実施設計、令和10年度

から11年度にかけて再整備工事を予定しております。

令和11年度までの総事業費は約５億8,000万円の見

込みとなっており、これまでに行ったワークショッ

プの御意見等を反映し、パークセンターや便所３か

所の更新を計画しておりますが、今後、設計を進め

る中で精査を行ってまいります。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 20番 竹村議員。 

   （20番竹村議員登壇） 

○20番 竹村博之議員 大きな事業だというふうに思

います。 

  今後の市民参加の場として設置されるとお聞きを

しております公園協議会について、運営方法や参加

条件などをお聞かせをください。 

○村口久美子副議長 土木部長。 

○真壁賢治土木部長 公園協議会の運営方法は、他公

園の実施状況などを参考に、今後、検討してまいり

ます。 

  参加条件につきましては、都市公園の利用者の利

便の向上に資する活動を行う多様な主体が構成員に

なり得ると考えており、過去に開催していた紫金山

公園運営協議会の目的である歴史と自然を大切にし

た公園づくりを目指すことも踏まえながら、今後の

本公園の魅力向上に向けて、改めて必要な構成員を

選定してまいります。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 20番 竹村議員。 

   （20番竹村議員登壇） 
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○20番 竹村博之議員 紫金山公園の魅力向上事業に

当たって、担当部の皆さんが様々な取組を企画をし、

市民の協力と市民参加に努力をされてきたことは承

知をしています。これまで参画された地域の皆さん、

関係団体の皆さんの御意見、御要望をしっかりと聞

いていただいて、事業を進めることが最大の魅力向

上につながると考えます。御所見をお聞かせくださ

い。 

○村口久美子副議長 土木部長。 

○真壁賢治土木部長 これまで市民ワークショップや

社会実験、意見募集などの市の取組においては、多

くの市民に御協力をいただきました。この取組を継

続してきたことで、新たな市民にも紫金山公園を知

っていただく機会にもつながったと考えております。 

  今の紫金山公園のよさを守りつつ、この魅力をさ

らに向上していくためには、今後も多くの市民に主

体的に関わっていただくことが不可欠であり、単な

る御意見や御要望にとどまることなく、共に活動し

ていただくことを望んでおります。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 20番 竹村議員。 

   （20番竹村議員登壇） 

○20番 竹村博之議員 繰り返しになりますが、紫金

山公園の真の魅力向上には、長きにわたり貴重な自

然環境と歴史的遺産を保全し、地道に活動を進めて

こられた団体、個人の皆さんとの十分な連携が何と

いっても不可欠であります。公園協議会が多くの関

係者、関係団体が参画できる構成にすること、より

民主的な運営となるよう、また指定管理者任せでは

なくて、市が十分に関与することが求められます。

続きは、委員会でしたいというふうに思います。 

  次の質問に移ります。街路樹の維持管理について

お尋ねいたします。 

  街路樹も含めた良好な緑の保全管理についてお伺

いをいたします。第３次みどりの基本計画支援策定

業務についてお尋ねします。業務内容、スケジュー

ルについてお示しをください。前提となる第２次み

どりの基本計画の達成状況はどうでしょうか。基本

計画の目標は多岐にわたるでしょうから、全体的な

評価、検証はこれからだというふうに思いますが、

現時点での達成状況についてお聞かせをいただきた

いと思います。 

○村口久美子副議長 土木部長。 

○真壁賢治土木部長 本業務は今年度から開始してお

り、令和９年度（2027年度）までの３年間を予定し

ております。今年度は、緑被率等の現況調査、庁内

会議や学識経験者４名と公募市民１名で組織する検

討会議を開催し、第３次みどりの基本計画策定方針

の公表を予定しております。 

  令和８年度は、市民アンケートなど、市民への意

見聴取を予定しております。令和８年度から令和９

年度にかけて、引き続き庁内会議、検討会議を開催

しながら計画案の作成を進め、パブリックコメント

を経て、令和９年度内の計画策定を予定しておりま

す。 

  計画の達成状況は精査中ですが、緑被率等の指標

については、ほぼ横ばいと見ており、目標値には届

かないと考えております。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 20番 竹村議員。 

   （20番竹村議員登壇） 

○20番 竹村博之議員 策定の検討に当たっては、学

識経験者４名、公募市民１名による基本計画策定検

討会議を立ち上げて進めるとのことです。既に2025

年度から策定業務をスタートしているわけですが、

前回の基本計画策定検討会議は計10回の開催、策定

に関する市民参加は懇談会５回、地域別市民ワーク

ショップ５回など、一定十分な取組をされたと感じ

ています。 

  また、検討会議の構成では、公募市民が２名おら

れたようです。今回は１名ということで、これまで

の蓄積はあるかもしれませんが、現時点の説明内容

は全体的に物足りなさを感じます。 

  委託料合計が、３年間で1,650万円とのことです

が予算に見合った業務内容なのか、第２次計画との

取組の違いはどこにあるのか、御説明をください。 

○村口久美子副議長 土木部長。 

○真壁賢治土木部長 今回の改定に当たりましては、

広く市民に計画を知っていただくための啓発も含め

た意見聴取ができればと考えております。 
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  具体的には、第２次計画などで採用していた説明

会や懇談会といった形式は、あらかじめ市が設定し

た日時、場所に関心のある市民がお越しいただくと

いったものでしたが、今計画では、例えばふだんニ

ーズを聞くことが難しい子育て層などへのアプロー

チやオンラインを活用するなど、時代に合った新し

い手法について検討会議での議論も踏まえ、模索し

ていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 20番 竹村議員。 

   （20番竹村議員登壇） 

○20番 竹村博之議員 次の質問にまいります。街路

樹の維持管理についてお尋ねをしたいと思います。 

  街路樹は、貴重な緑と良好な環境を市民に提供し

ています。季節に応じた花の香りや夏場の大きな樹

木は強い日差しから身を守ってくれます。さらに秋

の落葉樹の色合いは、多くの市民を楽しませていま

す。 

  このように、吹田市のような都市では適正に街路

樹を維持管理することによって、まちの魅力向上に

つながると思います。散歩や散策、通勤や通学の途

中、果ては車窓から眺めるだけならよいのですが、

一方で場合によっては、周辺に住まいする市民から

すると日常生活に支障を来すこともあります。以下、

質問をいたします。 

  公共の街路樹が原因による苦情などないでしょう

か。お声は様々だと思いますが、主な内容について

お聞かせください。その際の対応についてもお聞か

せください。 

○村口久美子副議長 土木部長。 

○真壁賢治土木部長 令和７年度（2025年度）の街路

樹木の維持管理に関する要望数は、令和８年２月24

日現在で337件となっており、その大半は樹木の剪

定、除草や伐採に関するものでございます。 

  剪定及び除草におきましては、成長した枝葉や雑

草により見通しが悪くなっていたり、通行に支障が

あったりするもの、民地や他施設へ越境しているも

の、落葉量が著しいなどの解消要望が主な内容とな

っており、直営作業や発注業務を使い分けながらお

おむね対応できております。 

  伐採につきましては、植えたものではなく自然発

生した実生木の伐採を主な対象として行っておりま

すが、落葉量が著しいといった理由だけではお断り

をしているケースもあり、状況によって、都度、判

断しているものでございます。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 20番 竹村議員。 

   （20番竹村議員登壇） 

○20番 竹村博之議員 街路樹の種類の選定について

の考え方や基準、樹木の種類を決める前に、近隣住

民の御意見や御要望は考慮されるのか、併せてお聞

かせください。 

○村口久美子副議長 土木部長。 

○真壁賢治土木部長 樹種の選定に基準はございませ

んが、昭和53年（1978年）にクスノキが市民の木に

選定されており、これまでクスノキをはじめケヤキ、

ハゼ、フウなど成長のよい高木が多く植えられてき

ました。 

  しかしながら、近年、これらの樹種の巨木化によ

る歩道などの根上り、道路施設の破損、民地等への

越境などが課題となっており、対応に追われている

状況です。 

  現在のところ、市として街路樹の面的な再整備を

行ってはおりませんが、今後、樹種の選定に当たっ

ては、枯れにくい、大きくなり過ぎない、虫がつき

にくいなど、維持管理が容易にできるものを優先す

べきと考えております。 

  部分的な植え替えをする際には、住民から植えて

ほしい樹種などの要望があった場合にお応えしてい

るケースもございます。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 20番 竹村議員。 

   （20番竹村議員登壇） 

○20番 竹村博之議員 よろしくお願いします。 

  台風の時期はまだ少し先とはいえ、近年経験して

いるように発生数が増え、大型化をしています。倒

木を防ぐための備えが必要です。想定される事態へ

の取組状況についてお聞かせをください。 

○村口久美子副議長 土木部長。 

○真壁賢治土木部長 市内街路樹は、おおむね５年に
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１回のサイクルで樹木健全度調査を実施し、倒木の

危険があると判定されたものについては伐採を行っ

ております。また、週２回実施している道路パトロ

ールの中で、街路樹の枝枯れや枝折れなどの危険性

を確認したものについては、適宜剪定処理をするな

どの対応を行い、予防保全の管理を行っております。 

  あわせて、大型の台風などによる想定外の多数の

倒木に備え、災害時には緊急的に直営作業や発注業

務による道路啓開ができるよう体制を整えておりま

す。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 20番 竹村議員。 

   （20番竹村議員登壇） 

○20番 竹村博之議員 個別いろいろお声も聞いてお

りますので、またお伝えをしていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。 

  これで質問を終わります。 

○村口久美子副議長 18番 井上議員。 

   （18番井上議員登壇） 

○18番 井上真佐美議員 公明党の井上真佐美です。

発言通告に従い個人質問を行います。 

  初めに、福祉現場における有償ボランティアと自

治体との連携について伺います。 

  まず、新年度から実施される高齢者生きがい対策

事業の一つである健康・生きがい就労トライアル事

業についてお聞きします。 

  本事業は、高齢者の社会参加や健康づくりを促進

するとともに、地域の担い手不足の解消にも寄与す

ることが期待されています。 

  しかしながら、この事業が就労を目指すのか、そ

れとも福祉的な有償ボランティアの裾野を広げるこ

とを目的とするのか、その位置づけが十分に整理さ

れていないように見受けられます。 

  また、高齢者の就労や社会参加を支援する既存制

度として、シルバー人材センターをはじめ多様な仕

組みが既に存在しており、本事業がそれらと競合す

るのではなく、補完し合う関係を築くことが重要で

あると考えます。 

  市として、本事業をどのような位置づけで実施し、

既存制度との役割分担や連携をどのように整理され

ているのか、改めてお示しください。 

○村口久美子副議長 福祉部長。 

○梅森徳晃福祉部長 本事業は、短期間、短時間の就

労体験を通じて、就労に不安のある高齢者が働くと

いう選択肢を持つきっかけをつくる事業でございま

す。高齢者が、就労を通じて社会的な役割を担うこ

とにより、生きがいの醸成や介護予防、健康増進に

つながるものと考えております。 

  また、自信を持たれた高齢者の方につきましては、

シルバー人材センターを紹介するなど、継続的な就

労につなげてまいります。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 18番 井上議員。 

   （18番井上議員登壇） 

○18番 井上真佐美議員 次に、有償ボランティアの

担い手不足について伺います。 

  現在市内では、子育て支援の分野で有償ボランテ

ィアが活動されていますが、活動者の高齢化や新規

参加者の伸び悩みが課題として指摘されています。

福祉現場の人材不足が深刻化する中、地域の支え合

いを担う有償ボランティアの役割はますます重要と

なっています。 

  市として、担い手不足の現状をどのように把握さ

れているのか。また、新規参加者を増やすための具

体的な取組をどのように検討されているのかお教え

ください。 

○村口久美子副議長 児童部長。 

○道場久明児童部長 児童部の有償ボランティアにつ

きましては、その活動内容や従事形態により課題は

様々ですが、一部のボランティアについては、登録

者数が減少傾向にあることを把握しております。 

  新規の参画を増やすための取組といたしましては、

ホームページ等での広報に加え、チラシを作成して

市内公共施設での掲示や関係団体の会議の場で案内

するなど積極的な勧誘に努めているところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 18番 井上議員。 

   （18番井上議員登壇） 

○18番 井上真佐美議員 特に、謝礼の額や継続性、
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受入先の指揮命令の有無、事故時の補償など、労働

者性の判断に関わる要素を整理することが重要です。 

  地域包括ケアの推進において、住民主体の支え合

いは不可欠であり、箕面市では社協がボランティア

センターとして機能し、市と連携して担い手確保を

進めておられます。 

  吹田市においても、社協との役割分担を明確化し、

担い手育成、スキルアップ支援、マッチング体制の

整備、研修などを一体的に進める仕組みを構築すべ

きと考えますが、御見解をお示しください。 

○村口久美子副議長 福祉部長。 

○梅森徳晃福祉部長 吹田市社会福祉協議会では、ボ

ランティアセンターを開設し、ボランティアに関す

る情報提供、入門講座の開催、体験プログラムの実

施など活動団体に対する支援や地域福祉活動を始め

るための取組を行っております。 

  また、当協議会では、ボランティアを求めている

方とボランティアをしたい方をマッチングする職員

を配置し、活動しやすく継続できるよう後方支援の

役割も担っております。 

  現在、ボランティアセンターに登録されているボ

ランティアは、無償ボランティアとお聞きしており

ますが、有償化による新たな担い手の確保や活動の

広がりも期待されるため、本市といたしましても当

協議会と情報を共有し、意見交換を行ってまいりま

す。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 18番 井上議員。 

   （18番井上議員登壇） 

○18番 井上真佐美議員 最後に、全国的に活用が広

がる有償ボランティアマッチングサービス、スケッ

ターについて伺います。 

  近年、介護・福祉分野を中心に、有償ボランティ

アと事業所をつなぐマッチングサービス、スケッタ

ーが全国で活用を広げています。食事の配膳やレク

リエーション補助など、介護資格が不要な業務を地

域住民が担うことで、福祉現場の負担軽減につなが

っています。人手不足が深刻化する中、短時間から

柔軟に関われる仕組みとして、一定の成果を上げて

おり、本市においても導入可能性を検討すべき段階

に来ていると考えます。 

  昨年11月末時点で、全国約1,000か所の介護事業

所で約１万人がスケッターとして活動し、その約７

割が業界未経験者とされています。厚生労働省の支

援制度も活用でき、全国18自治体が利用促進に取り

組んでいます。 

  そこで伺います。本市として、こうしたサービス

の活用状況や効果をどのように認識されているのか。

また、地域の担い手確保策として導入、連携を検討

するお考えはあるのか、御見解をお示しください。 

○村口久美子副議長 福祉部長。 

○梅森徳晃福祉部長 スケッターをはじめとした福祉

人材のマッチングサービスについては、人材の確保

に取り組む介護・福祉事業所において、活用が広が

っているものと認識しております。 

  本市といたしましては、マッチングサービスにお

ける他自治体での取組状況を研究しながら、効果的

となる人材確保策について、引き続き検討してまい

ります。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 18番 井上議員。 

   （18番井上議員登壇） 

○18番 井上真佐美議員 次に、持続可能な航空燃料

（ＳＡＦ）の普及啓発及び廃食用油の回収促進につ

いて伺います。 

  航空機は、鉄道など他の交通手段と比べて二酸化

炭素排出量が多く、脱炭素化の取組は急務です。先

日の新聞報道では、シンガポール政府がＳＡＦ普及

に向け、今年10月から世界で初めて出発便の搭乗客

からＳＡＦ税を徴収するとのことでした。国際的に

も、航空分野の脱炭素化は待ったなしの状況です。 

  昨年11月議会での御答弁では、ＳＡＦ普及に向け

た啓発の強化や、市民が協力しやすい廃食用油の回

収体制づくりを検討されるとのことでした。吹田市

としても、環境負荷の低減や循環型社会の構築を進

める上で、廃食用油の回収促進と市民への啓発は大

きな意義を持つと考えます。 

  令和８年度当初予算にて、廃食用油のさらなる回

収促進とＳＡＦの重要性に関する周知、啓発のため

の予算が計上されていますが、具体的にどのような
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啓発活動を予定されているのか。また、事業の成果

をはかるための目標値をどのように設定されている

のか、御所見を伺います。 

○村口久美子副議長 環境部長。 

○道澤宏行環境部長 まず、具体的な啓発活動としま

しては、本市が昨年３月に締結しました持続可能な

航空燃料の普及促進に関する連携と協力に関する協

定の締結事業者のうち１者から支援を受け、市民の

廃食用油回収への参加の動機づけとなる啓発グッズ

を作成した上で、イベント等でのグッズ配布に合わ

せ、ＳＡＦの重要性や廃食用油の有用性及び回収促

進等について啓発を行う予定です。 

  次に、目標値につきましては、本事業及び継続的

な啓発事業の推進により、５年後の令和12年度

（2030年度）には回収量を令和６年度（2024年度）

実績比で倍増となる15ｔまで引き上げたいと考えて

おります。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 18番 井上議員。 

   （18番井上議員登壇） 

○18番 井上真佐美議員 廃食用油はＳＡＦの主要原

料であり、安定的な回収体制の構築が不可欠です。

本市として、回収量を増やす上での課題をどのよう

に捉えておられるのか伺います。 

  前回、インセンティブの導入を提案しましたが、

新年度予算では、啓発グッズの作成を検討いただき

ありがとうございます。しかし、それだけでは回収

量の大幅な増加は難しいと考えます。回収拠点の拡

大や学校、商業施設との連携など、今後、検討され

ている具体的な取組があればお聞かせください。 

○村口久美子副議長 環境部長。 

○道澤宏行環境部長 まず、市民からの回収量を増や

す上での課題につきましては、廃食用油が持続可能

な航空燃料、いわゆるＳＡＦに再資源化できること

や本市が本取組を実施していることへの認知度の低

さのほか、回収拠点が少ないことから、拠点まで持

っていくことの煩わしさにあると認識しております。 

  次に、今後の回収量の増加に向けましては、啓発

ノウハウを持つ協定締結事業者と連携した啓発イベ

ントの実施や、市民がふだんよく訪れるスーパー等

への回収ボックス設置の働きかけ、回収場所でのイ

ベント等の開催を検討しています。 

  また、市内大学の研究室からは、ゼミにおいてＳ

ＡＦの普及啓発をテーマとしたいとの依頼があり、

市民の意識・行動調査の実施や普及啓発動画の作成、

効果的な啓発方法について連携して取り組んでいく

予定です。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 18番 井上議員。 

   （18番井上議員登壇） 

○18番 井上真佐美議員 家庭での揚げ物調理が減少

する中、家庭系廃食用油だけでは回収量の伸びに限

界があります。より多くの食用油を使用する飲食店

など、事業者への普及啓発をどのように進めていか

れるのか御見解を伺います。 

○村口久美子副議長 環境部長。 

○道澤宏行環境部長 大手飲食チェーン店などを中心

に、本市が加入しておりますＳＡＦの普及に取り組

む官民連携プロジェクトであるFry to Fly Project

へ参加する事業者も増加傾向にあると協定締結事業

者からお聞きしており、既に事業系の廃食用油の再

資源化は、ほぼ確立されているものと認識しており

ます。 

  一方、個人経営などの飲食店等につきましては、

廃食用油の再資源化に意欲的に取り組んでおられる

事業者が必ずしも多数いらっしゃるわけではないと

考えておりますことから、ＳＡＦへの再資源化が可

能であることについて情報提供するなど、効果的な

再資源化の方法につきまして周知啓発に努めてまい

ります。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 18番 井上議員。 

   （18番井上議員登壇） 

○18番 井上真佐美議員 回収拠点の安全性、衛生面

の確保について伺います。 

  啓発の進展により回収量が増えることは望ましい

一方、回収拠点の安全性や衛生面の確保も重要です。

現在、市内15か所の公共施設に回収ボックスが設置

され、多くが建物入り口付近に置かれているとのこ

とですが、廃食用油の保管による火災リスクはない
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のでしょうか。また、臭いや汚れなどの問題は発生

していないのかお教えください。 

○村口久美子副議長 環境部長。 

○道澤宏行環境部長 まず、廃食用油のもとである植

物性油の引火点は、おおむね250℃以上と言われて

おり、火を近づけても簡単には燃えることはなく、

販売されているスーパーなどでの取扱いと同様、通

常の施設管理を行えば火災等の危険はないものと認

識いたしております。 

  次に、回収に当たりましては、ペットボトル等の

密閉できるこぼれない容器に入れて回収場所にお持

ちの上、蓋つきのコンテナボックスに投入いただい

ておりますが、万が一に備え吸着マットも敷いてい

るため、近年、臭いや汚れなどの問題の発生はお聞

きいたしておりません。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 18番 井上議員。 

   （18番井上議員登壇） 

○18番 井上真佐美議員 ありがとうございます。 

  次に、小学校でのＳＡＦ学習の導入について伺い

ます。 

  ＳＡＦの普及促進には、次世代への啓発も欠かせ

ません。小学校の環境教育のテーマとして廃食用油

が航空燃料に生まれ変わる仕組みを学ぶことは、子

供たちにとっても夢のある内容であり、料理後の廃

食用油を飛行機の燃料にしようという家庭での行動

変容にもつながると考えます。 

  こうした学習を取り入れることについて、教育長

の御見解を伺います。 

○村口久美子副議長 教育監。 

○植田 聡教育監 まずは担当より御答弁申し上げま

す。 

  ＳＡＦをはじめとする持続可能なエネルギーに関

する教育につきましては、脱炭素社会の実現に向け

た環境教育の一環として、重要な意義を持つものと

認識しております。 

  一例として、小学校第５学年社会におきましては、

使い終わった食用油をバスやごみ収集車の燃料とし

て活用するなどの北九州市の取組に触れ、資源の有

効活用について学んでおります。 

  今後、さらに児童、生徒が環境課題の解決に向け

て考えを深めていくことができるよう、各校におい

て地域の実態や児童、生徒の発達段階に応じて適切

に取り組んでまいります。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 教育長。 

○大江慶博教育長 ただいま担当が御答弁申し上げま

したとおり、気候変動問題が深刻化する中、持続可

能なエネルギーに関する理解を深めることは、未来

の社会を構想する上で欠かせない視点であると認識

をしております。 

  次代を担う児童、生徒が持続可能な社会のつくり

手となるよう、ＳＡＦをはじめとする教材を通じて

育んでまいります。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 18番 井上議員。 

   （18番井上議員登壇） 

○18番 井上真佐美議員 よろしくお願いいたします。 

  吹田市は、大学や研究機関、先進的な企業が数多

く立地し、産官学連携を進める上で非常に恵まれた

環境にあります。多様な主体との協働で、ＳＡＦの

意義や循環型社会の実現に向けた取組を広く発信す

るためにも、本市の強みを生かし、今後、産官学が

連携して廃食用油の回収促進とＳＡＦの啓発を一体

的に進めていければと考えますが、市長の御所見を

お聞かせください。 

○村口久美子副議長 環境部長。 

○道澤宏行環境部長 まずは担当より御答弁申し上げ

ます。 

  日常生活の中で、身近な廃食用油が航空燃料のＳ

ＡＦに再資源化されるという画期的な技術が実現し、

今後、国は航空燃料供給事業者に対し、さらなるＳ

ＡＦの導入対策を検討するなど、資源循環が促進さ

れ、より一層航空業界の脱炭素に向けた取組が進め

られると考えています。 

  本市におきましては、もったいない精神に基づき、

捨ててしまう廃食用油の再資源化について、本市の

強みである、あらゆる主体と連携し、意識醸成を図

ることで、それぞれの主体が主体的にＳＡＦへの再

資源化に取り組むことにより、循環型社会、または
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脱炭素社会の実現を目指してまいります。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 市長。 

   （市長登壇） 

○後藤圭二市長 私自身、長く環境政策に関わってま

いりましたし、さきのＳＡＦを推進するための協定

の場にも立ち会っておりましただけに、ＳＡＦの将

来については人一倍関心を持っております。 

  いかにして化石燃料の消費を抑制するかという実

践的な取組であり、微力とはいえ、他の分野におい

ても共に取り組むことで、今後、全国的なムーブメ

ントになることを期待しております。これには、

様々な主体がこの取組に関わる、その必要性を感じ

ております。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 18番 井上議員。 

   （18番井上議員登壇） 

○18番 井上真佐美議員 ありがとうございます。よ

ろしくお願いいたします。 

  最後に、ＪＲ南吹田駅前広場の利活用について伺

います。 

  南吹田駅は、ＪＲおおさか東線の開業以降、周辺

地域の居住人口の増加や企業立地の進展に伴い、利

用者が着実に増えている重要な交通拠点です。 

  しかし、駅前広場の現状を見ると、滞留できる空

間も乏しいことから、駅前が通過するだけの場所と

なっており、地域の玄関口としての役割を十分に果

たしているとは言えません。今後のまちづくりを進

める上でも、駅前空間の質を高め、地域のにぎわい

創出につなげることは不可欠です。 

  まず、市として南吹田駅前広場の現状をどのよう

に評価し、どのような課題を認識されているのかお

聞かせください。 

○村口久美子副議長 都市計画部長。 

○清水康司都市計画部長 令和３年度（2021年度）末

に南吹田駅まちづくり推進市民協議会が解散されて

以降、上新田自治会によるイルミネーションは実施

されておりますが、その他の団体による利活用はさ

れていないと認識しております。 

  駅前広場は、鉄道利用者やバス利用者の乗換えな

どの役割を有する道路である一方、人々が集い、交

流する場としての役割も有しております。イベント

などで使用する場合には、その目的や内容、安全対

策など、道路を使用するための要件に合致する必要

があると考えております。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 18番 井上議員。 

   （18番井上議員登壇） 

○18番 井上真佐美議員 次に、利活用の方向性につ

いて伺います。 

  駅前広場は、単なる交通空間にとどまらず、地域

の魅力を発信し、住民や来訪者が滞在したくなる居

心地のよい公共空間として整備することが求められ

ています。 

  例えば、キッチンカーやマルシェなどの小規模イ

ベントの開催、地域団体との協働による文化・交流

活動、緑地やベンチの配置による滞留空間の創出な

ど、柔軟な利活用の可能性が考えられます。 

  実際に住民の方々から、南吹田駅前広場を生かし

た地域活性化への期待が寄せられていますが、地元

からはイベント実施に関する許可等が取れないとい

った声もあり、なかなか実現しなかったようです。 

  地域住民の方々が主体となってイベントを開催す

る際の手続の仕方などについて、地元から相談があ

れば、今回の社会実験での経緯を踏まえたアドバイ

スなどはしていただけるのでしょうか、お答えくだ

さい。 

○村口久美子副議長 都市計画部長。 

○清水康司都市計画部長 ＪＲ南吹田駅前広場は、

人々が集い、交流する場としての役割も有しており

ますが、道路として扱われるものであるため、広場

内のイベントの実施については、関係機関の許可が

必要となります。 

  許可に際しては、交通の支障が生じないよう対応

することが求められるほか、実施内容に一定の公益

性などが求められます。こうした留意事項のほか、

地域の関係団体や事業者などの多様な主体との連携

方策なども含め、関係部局と連携し、御相談に応じ

てまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 
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○村口久美子副議長 18番 井上議員。 

   （18番井上議員登壇） 

○18番 井上真佐美議員 このたび、ＪＲ吹田駅南側

のさんくす夢広場において、にぎわい創出の社会実

験としてテーブルやベンチを設置する計画に124万

円の予算が計上されています。こうした取組は、公

共空間の価値向上に向けた重要な一歩であると考え

ます。 

  ＪＲ南吹田駅前広場についても、地域の活力を生

み出す拠点となるよう、積極的な利活用の検討と具

体的な取組を進めていただきたいと強く要望します。 

  最後に市長に伺います。南吹田駅前広場の利活用

を含め、南吹田駅周辺のまちづくりについて、どの

ような将来像や方向性をお考えでしょうか。御見解

をお聞かせください。 

○村口久美子副議長 都市計画部長。 

○清水康司都市計画部長 まずは担当から御答弁申し

上げます。 

  ＪＲ南吹田駅周辺につきましては、吹田市都市計

画マスタープランにおいて、地域拠点として位置づ

けており、利便性の高い市街地環境の整備を進め、

市域南部の新たな玄関口として、駅前にふさわしい

魅力的な都市環境の形成を目指すとしております。 

  引き続き、十三高槻線アンダーパスや南吹田駅前

線の開通、南吹田駅開業後の土地利用の動向、当該

地域の地理的な位置や地域資源など、今後の状況の

推移を注視してまいります。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 市長。 

   （市長登壇） 

○後藤圭二市長 私も、この地域、長らく見させてい

ただいてました。特に交通問題がずっと目の前にあ

りまして、ＪＲと阪急に囲まれた非常に交通の利便

性の悪いところでした。 

  そこで、どうしても住宅が少なかったっていうの

もあるんですけれども、その道路問題、今も答弁あ

りましたように、アンダーパスを造って、阪急も越

える、ＪＲも越えることができました。そして、新

しい駅ができて、広場ができた。ほぼ、交通問題と

いうのは、これは非常に高いレベルで整備をし終わ

ったというのが今の状況です。 

  しかし、この広場の前を私も時々車で通るんです

けれども、にぎわいをあまり感じない。そこで残念

な気持ちになります。 

  吹田市の人口増加傾向や開発動向を踏まえると、

周辺人口と鉄道の利用客数の増加等、今後のにぎわ

いにつながる展開が一定、期待できるポテンシャル

はあると考えます。 

  本市としても、この駅が開業してよかったと多く

の皆さんに思っていただけるような魅力あるまちに

なってほしい、そのように考えております。 

  以上でございます。 

○村口久美子副議長 18番 井上議員。 

   （18番井上議員登壇） 

○18番 井上真佐美議員 以上で質問を終わります。

ありがとうございました。 

―――――――――――○――――――――――― 

○村口久美子副議長 定刻が参りましても、しばらく

会議を続行いたします。 

―――――――――――○――――――――――― 

○村口久美子副議長 議事の都合上、しばらく休憩い

たします。 

（午後２時34分 休憩） 

―――――――――――○――――――――――― 

（午後３時30分 再開） 

○矢野伸一郎議長 休憩前に引き続き会議を再開いた

します。 

  引き続き質問を受けることにいたします。17 

 番 浜川議員。 

   （17番浜川議員登壇） 

○17番 浜川 剛議員 公明党の浜川 剛です。個人

質問をさせていただきます。 

  初めに、災害対応力の強化について伺います。 

  令和６年に発生した能登半島地震に際し、本市職

員が輪島市へ長期にわたり支援に行かれました。現

地では、机上の議論ではない現実の災害対応におけ

る様々な課題を肌で感じ、多くの知見を得られたこ

とと思います。このたび、それらの経験をまとめた

書籍「令和６年能登半島地震 吹田市が輪島市災害

対策本部で一緒に悩んだ36のこと」が発刊されまし
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た。この副題からも、輪島市への支援が本市にとっ

ていかに重要な学びの機会であったかがうかがえま

す。 

  本市では、阪神・淡路大震災の教訓を風化させな

いよう、毎年１月17日周辺に防災訓練を実施されて

います。今年も１月18日に実施されましたが、今回

の訓練を含め、本市で取り組んでいる災害対策訓練

には、輪島市での支援経験や、そこから得られた教

訓はどのように反映され、ブラッシュアップされた

のでしょうか。具体的にお聞かせください。 

  こうした訓練は、危機管理室だけが孤軍奮闘して

も、本当の防災力向上にはつながりません。重要な

のは、危機管理室からの呼びかけに他部局が単に応

じるという受動的な姿勢ではなく、全ての部局が災

害対応を自らの課題として捉え、主体的に訓練に取

り組んでいるかという点です。やらされている訓練

ではなく、全庁の職員が当事者意識を持って臨む体

制となっているのか、現状の御認識を伺います。 

  仮に、組織として全庁一体の訓練ができていたと

しても、参加する職員一人一人の意識によって習熟

度は異なり、いざ本番での対応力に大きな差が生じ

ると危惧します。災害発生直後の混乱時において、

指示待ちの姿勢では対応し切れません。職員各自が

その瞬間、瞬間、的確に判断し、自律的に行動でき

る人材育成こそが重要と考えますが、この点につい

ての御見解を伺います。 

  これまでも度々議会質問で取り上げてますので、

本市の防災力は着実に向上していると認識しており

ます。しかし、これらはあくまで公助の取組です。

大規模災害発生時は、自助、共助、公助の順で重要

と言われますが、公助の限界を見据えた自助、共助

のレベルアップも不可欠と考えます。 

  大地震への備えにおける自助の最優先基準は、死

なないこと、そして大けがをしないことに尽きると

考えます。 

  以前、消防本部より救急車が出払っている場合は

消防車を活用してでも救助に向かうという気概ある

お話を伺ったことがあります。その精神を疑うもの

ではありませんが、物理的な車両数には限りがあり

ます。50台も出動できないのではないかという現実

を直視すれば、大規模災害時に救急で運んでいただ

ける方は、厳しい言い方になりますが、事実上、先

着数十名に限られてしまいます。 

  そう考えますと、やはり死なない、大けがをしな

いための事前対策こそが生命線であり、そのための

市民一人一人への意識啓発が重要です。自助、共助

のレベルアップに向けた現在の取組と今後の展開に

ついて御所見をお聞かせください。 

  現在、本市の災害対策の中枢である吹田市危機管

理センターにおいて、児童の防災意識、知識の向上

を目的に、見て、聞いて、やってみてをテーマとし

た小学生向け見学ツアーを実施されていると伺って

おります。具体的にどのような内容で実施され、参

加した子供たちからはどのような反応や感想が寄せ

られているのでしょうか。また、先述した自助のレ

ベルアップを推進するためにも、対象を小学生に限

定せず、一般市民を対象とした見学会へ拡大すべき

ではないかと考えます。併せて御見解をお聞かせく

ださい。 

  次の質問に移ります。昨年の９月定例会におきま

して、私はＡＹＡ世代のがん患者支援について、本

市での取組を強く求めました。今定例会に、ＡＹＡ

世代の終末期支援として、在宅福祉サービス利用に

係る費用の助成事業が創設されることが示されてお

り、当事者の切実な声を受け止め、制度のはざまを

埋めるべく動かれたことを高く評価いたしますが、

対象は終末期への支援です。 

  私が前回申し上げましたとおり、ＡＹＡ世代のが

ん患者は､学業、就職、結婚、出産、育児といった

人生の大きな転機と闘病が重なるという､他の世代

とは異なる特有の困難を抱えます。終末期の安寧を

支えることはもちろん重要ですが、同時に、未来あ

る若者ががんを克服し、その後の人生を自分らしく

生きていくための支援こそが、今、強く求められて

いると考えます。 

  そこで、さらなる支援策の拡充として、特に必要

不可欠と考える点を伺います。 

  １点目は、妊孕性温存治療への費用助成です。が

ん治療、特に抗がん剤や放射線治療は、副作用とし

て生殖機能に影響を及ぼし、将来子供を持つことが
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難しくなる場合があります。将来に希望を持って治

療に向き合うためにも、治療前の卵子や精子の凍結

保存は極めて重要です。前回、私はＡＹＡ世代特有

の課題として、結婚、出産への影響を挙げました。

国や府の助成制度もありますが、自己負担は依然と

して高額です。経済的な理由で将来の可能性を諦め

ることがないよう、本市としての上乗せ助成や独自

の支援制度を検討すべきと考えますが、見解をお聞

かせください。 

  ２点目は、孤立を防ぐための居場所づくりと社会

参加への支援です。がんとの共生社会の実現を目指

したシンポジウムの開催を予定されているとのこと

ですが、一過性のイベントだけでなく、日常的に同

世代の患者同士が悩みや情報を共有できる場の提供

や、ウェブを活用したコミュニティ形成の支援が必

要です。 

  また、前回当局からは、仕事や学校との両立につ

いて啓発を行っているとの答弁がありましたが、実

効性を高めるためには、就労支援や復学支援に関す

る専門的な相談体制の強化が不可欠です。精神的・

社会的孤立を防ぎ、社会とのつながりを維持するた

めの具体的な支援策を、今後どのように展開してい

くおつもりかお示しください。 

  続いて、新生児医療におけるドナーミルクの普及

とその提供体制の整備について質問いたします。 

  近年、医療技術の進歩により、出生体重が1,000

ｇ未満の超低出生体重児の救命率は飛躍的に向上し

ています。しかし、予定日よりもはるかに早く生ま

れた赤ちゃんの身体、特に腸などの消化器官は極め

て未熟です。こうした小さな命にとって、人工乳、

いわゆる粉ミルクは消化への負担が大きく、腸が壊

死してしまう壊死性腸炎という致死的な病気を引き

起こすリスクが高まることが知られています。 

  このリスクを回避する唯一の薬となるのが母乳で

す。母乳に含まれる免疫物質や生理活性物質は、赤

ちゃんの未熟な腸を守り発達を促します。しかし、

早産による母体へのダメージやストレスなどにより、

実母から十分な母乳が得られないケースも少なくあ

りません。その際、ＷＨＯも人工乳よりも優先すべ

き選択肢として強く推奨しているのが第三者の母乳

を低温殺菌処理したドナーミルクです。つまり、ド

ナーミルクは単なる栄養補給ではなく、小さな命を

つなぐための医療処置そのものであると言えます。 

  このように、医学的にも必要不可欠なドナーミル

クですが、本市及び大阪府内の提供体制には重大な

欠落があります。それは、ドナーとして母乳を提供

したいという善意を受け止める窓口が圧倒的に不足

している点です。 

  自分の母乳が余っており、誰かの赤ちゃんの役に

立ちたいとドナー登録を考えた、しかし大阪府内に

は受け付けてくれる病院がなく、乳児を連れてわざ

わざ他県である奈良県の医療機関まで足を運ばなけ

ればならなかったという方が現実に存在しておりま

す。 

  産後の大変な時期に、善意を持つ市民が他県への

移動を強いられている、あるいは移動できないため

に提供を断念せざるを得ない。健康医療都市を標榜

し、高度な周産期医療を誇るこの吹田市において、

この現状に目をつむったままでいいのでしょうか。 

  体制整備が進まない最大の要因が、ドナーミルク

の導入や管理に係る費用が病院の持ち出しとなり、

経営的な負担となることだと考えます。 

  しかし今、この壁を取り払う大きいチャンスが訪

れています。大阪府は、来年度予算案において、ド

ナーミルクを導入する協力病院に対する補助金を計

上する方針を示しました。これは、長年の課題であ

った病院の金銭的負担を公的にカバーする画期的な

施策です。つまり病院側が導入やドナー登録の受入

れをちゅうちょする理由は解消されつつあるのです。 

  本市において、ドナーミルクの現状をどのように

把握されておられますか。ドナーミルク提供体制の

確立の必要性も併せて御見解をお聞かせください。 

  次に、市民への情報発信の最適化と地域情報の集

約、可視化について数点お聞きします。 

  まず、本市の情報発信の現状について伺います。 

  吹田市では、福祉、子育て、防災そしてまちづく

りと、市民生活を支えるための数多くのすばらしい

事業やサービスを展開しております。職員の皆様が

日々知恵を絞り、市民のために汗をかかれているこ

とに対し、まずは敬意を表します。 
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  しかしながら、現場で市民の皆様の声を伺ってお

りますと、そんな便利な制度があるとは知らなかっ

た、イベントが終わってから開催を知ったという情

報のミスマッチに直面することが多々あります。事

業の中身は充実しているのに、それを必要としてい

る市民に情報が届いていない。これは大変もったい

ないことであり、行政サービスの機会損失であると

言わざるを得ません。 

  この原因の一つは、情報の入り口が散在している

ことにあるのではないかと考えます。現在、市の情

報は、市のホームページやポータルサイト、それ以

外でも個別のＳＮＳアカウント、広報誌、チラシな

ど多岐にわたる媒体で発信されています。行政側か

らすれば、所管の課が発信するのは当然ですが、受

け手である市民からすれば、縦割りの組織図は関係

ありません。子育てのことはここ、防災はあちら、

地域のイベントはまた別の場所と、市民自らが情報

の在りかを探し回らなければならない現状は、決し

て親切な設計とは言えません。特にスマホになれ親

しんだ現役世代にとって、検索の手間がかかる情報

は、そもそも存在しないのと同じになってしまいま

す。 

  そこで提案したいのが、情報の入り口を一つにま

とめるワンストップ化と、地図や地域を軸とした情

報の可視化です。現在、民間サービス等においては、

ＧＰＳ機能を活用し、自分の住んでいる地域の情報

を地図上で直感的に閲覧できるプラットフォームが

存在します。 

  例えば、アプリを開けば、自宅周辺の行政のお知

らせ、子育てサロンの開催、公園のイベント、防犯

情報などが所管の垣根を越えて地図上に一覧で表示

されるような仕組みです。ここさえ見れば、自分の

まちのことは全て分かる、そうした統合的な入り口

を用意することで、市民は迷うことなく必要な情報

にアクセスでき、また本来探していなかった有益な

サービスにも偶然出会うことができるようになりま

す。 

  そこで伺います。１点目は、現在の情報発信にお

ける検索性の課題認識についてです。各部局が個別

に情報発信を行うことで、市民にとって情報の入り

口が分かりにくくなっている現状、いわゆる情報の

縦割りが弊害となっている点について、市はどのよ

うに認識されているでしょうか。 

  ２点目は、地域別情報集約システムの導入につい

てです。市民が自分の住む地域の情報を地図アプリ

やポータル機能などを活用して、ワンストップで入

手できる仕組みを導入すべきと考えます。既存の媒

体をつなぎ合わせ、市民の生活圏に合わせた届く広

報へと転換するため、こうしたデジタル技術を活用

したプラットフォームの構築、あるいは民間サービ

スの活用を検討すべきと考えます。御見解を伺いま

す。 

  ３点目は、地域コミュニティの活性化への波及効

果についてです。こうしたシステムは、行政情報だ

けでなく、自治会や市民団体の活動情報も併せて掲

載することで、地域活動の見える化にも寄与します。

入り口を一本化し、地域のあらゆる情報を集約する

ことは、担い手不足に悩む地域コミュニティと地域

に関わりたい市民をつなぐかけ橋になると考えます。

御見解を伺います。 

  続いて、その他として、吹田市プレミアム付デジ

タル商品券事業について伺います。 

  本事業は、長引く物価高騰の影響を受ける市民生

活を下支えし、地域経済の活性化を図る大変重要な

施策で、市民の皆様の期待も大きいと感じておりま

す。しかし、その実施手法において、幾つか確認す

べき点がございます。 

  第１に、対象アプリの選定ですが、令和４年度の

同様の事業では、ａｕＰＡＹ、ｄ払い、楽天ペイ、

ＩＣＯＣＡが対象となった一方で、ＰａｙＰａｙが

対象外となっておりました。それが一転して、今回

の事業では、ＰａｙＰａｙに一本化されています。 

  そこで伺います。前回、ＰａｙＰａｙを対象外と

した理由は何だったのでしょうか。また、今回一転

してＰａｙＰａｙを単独で採用することとなった理

由と選定の経緯について、市民が納得のいく明確な

御答弁を求めます。 

  第２に、事業のたびに使用するアプリが変更され

ることによる市民の利便性への影響についてです。

市民のみならず、事業者にとっても市の事業のたび
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に異なる決済アプリの導入や設定を求められること

は、大きな心理的・技術的ハードルとなります。個

別説明会を開催されるとのことですが、市として毎

回プラットフォームが変わることで生じる使い勝手

の悪さや混乱について、どのように認識されている

のかお聞かせください。 

  第３に、地域経済への確実な波及効果についてで

す。本事業の目的は、市内店舗での消費下支えでも

あります。しかし、ＰａｙＰａｙという全国規模の

広域的な決済サービスを利用するに当たり、利用可

能店舗を吹田市内の登録事業者のみにシステム上確

実に限定できるのでしょうか。市民が購入したデジ

タル商品券が、意図せず市外の店舗や本来の目的に

そぐわないオンライン決済などに流出する懸念はな

いのか。市内の対象店舗に限定して、確実に資金を

循環させるための具体的なシステム上の担保につい

て伺います。 

  以上で１回目の質問を終わります。 

○矢野伸一郎議長 危機管理監。 

○岡田貴樹危機管理監 まず、災害対応力の強化に関

する数点の御質問に御答弁申し上げます。 

  昨年度まで１月に実施してきた一斉合同防災訓練

につきましては、今年度から職員主体の全庁一斉災

害対策訓練と地域主体の一斉合同防災訓練に分けて

実施しておりますが、昨年８月に実施した全庁一斉

災害対策訓練では、輪島市での教訓を踏まえ、災害

対応の意思決定プロセスで最も重要となる災害対策

本部会議の資料を本部運営の中で完成させることや、

災害対応に必要なレイアウトを全庁で展開するなど、

実践的な内容で実施いたしました。 

  また、本年１月に実施した一斉合同防災訓練では、

地域との情報連携に加え、輪島市での教訓を踏まえ、

新たに整備した避難所マネジメントシステムなどを

実際に運用するとともに、避難所対応の職員体制と

して新たに設けた各部指定職員の行動確認を行うな

ど、初動の混乱を乗り切るための対応に取り組みま

した。 

  次に、全庁職員の訓練への当事者意識でございま

すが、全庁一斉災害対策訓練につきまして、当日の

災害対策本部運営だけでなく、受援への対応として、

当日の約１か月前に各部局へ災害発生時の状況を付

与し、その対応について事前に危機管理室と協議、

調整を重ねる仕組みで実施しております。 

  当日には、事前の協議、調整に基づき、庁外も含

めた全部局でレイアウトを展開する全庁一丸の実践

的な内容となっており、多くの職員が自分事として

訓練に臨めたと考えております。 

  次に、人材育成につきましては、危機管理センタ

ー（ＥＭＣ）の運用開始以降、属人的な初動対応を

避けるため、土、日や夜間での発災であっても、最

初に駆けつけた職員がちゅうちょなく災害対策本部

を開設できることを目指し、年に10回以上、新規採

用職員も含めた初動訓練を実施するなど、幅広い職

員にとって知識の習得に加えて、実践的な技能の習

得にもつながる取組を進めております。 

  次に、自助、共助の取組と今後の展開でございま

すが、本市では、率先して地域での自主防災活動に

取り組んでいただく地域防災リーダーの育成に注力

しており、講習の中で輪島市での教訓を踏まえた具

体的な避難所運営のほか、輪島市の職員をお招きし、

実体験を交えた貴重なノウハウを講義いただくなど、

より実践的な内容となるよう充実を図っております。 

  さらに、総務省や内閣府が主催する研修会を本市

で開催するなど、リーダーに限らず、広く参加いた

だける機会も設けており、今後とも、自助、共助の

レベルアップに資する取組を進めてまいります。 

  最後に、小学生向けＥＭＣツアーにつきましては、

危機管理センター（ＥＭＣ）を最大限に活用し、楽

しみながら防災を学ぶことができるよう多様なコン

テンツを展開しており、ＣＧやＡＩを用いた没入感

の高いオープニング映像をはじめ、イベントカード

によるゲーム性の高いワークショップやＶＲによる

疑似体験など、デジタル技術を取り入れたコンテン

ツのほか、木造家屋の模型による耐震化の体験や災

害対策本部会議の体験などを用意し、学校の要望に

応じた組合せで実施しております。 

  参加した子供たちからは、学んだことを帰って家

族に伝えたいといった声が非常に多く寄せられてお

り、自分事として考えるきっかけになっているもの

と考えております。 
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  なお、一般市民の方々への展開につきましては、

既にＥＭＣを活用した体験型研修を一部実施してい

るところであり、引き続き内容の充実に努めてまい

ります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 健康医療部長。 

○岡松道哉健康医療部長 続きまして、健康医療部か

らＡＹＡ世代がん患者への支援について御答弁申し

上げます。 

  妊孕性温存療法への費用助成につきましては、府

が治療費助成を実施していることから、本市として

独自の支援制度の創設は予定しておりません。 

  また、孤立を防ぐための居場所づくりにつきまし

ては、市民団体やがん相談支援センターにおいてが

ん患者交流会等が実施されており、就労支援につき

ましては、大阪産業保健総合支援センター等で治療

と仕事の両立の手助けなどを支援されています。 

  今後とも、市民団体やがん相談支援センター等と

密に連携を図るとともに、ＡＹＡ世代がん患者のニ

ーズ把握や社会資源の情報収集、情報提供に努めて

まいります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 子育て支援センター担当理事。 

○北澤直子理事（子育て支援センター担当） ドナー

ミルクについて、子育て支援センター担当より御答

弁申し上げます。 

  詳細には至っておりませんが、新生児医療の現場

での活用事例や法的な位置づけなど国が検討中であ

るとの現状について、把握をしているところです。 

  ドナーミルクの提供体制は、安全性と安定性など

課題を整理した上で、構築されることが必要である

と考えております。 

  今後も、国や大阪府等の動向を注視し、情報収集

に努めてまいります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 総務部長。 

○山下栄治総務部長 情報発信における検索性の課題

認識につきまして、総務部より御答弁申し上げます。 

  市政の情報については、各部局において、内容や

対象に応じてホームページやＳＮＳなど様々な媒体

を活用しながら発信を行っているところでございま

す。その中で市のホームページにおいては、組織別

ではなく分野別の構成とするなど、できるだけ市民

にとって分かりやすい内容となるよう努めておりま

す。 

  今後も、情報技術の進展などの動向を注視しなが

ら、より分かりやすく効果的な情報発信となるよう、

研究してまいります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 行政経営部長。 

○今峰みちの行政経営部長 次に、行政経営部から御

答弁申し上げます。 

  市民が、必要な情報を網羅的に分かりやすく入手

できるよう、従前より地理情報システムの活用を推

進し、また広域自治体ポータルへの参画についても

検討を進めてきたところでございます。 

  一方、ＡＩ等の先端技術の進展の下、サイト利用

者それぞれのニーズに応じて、有用な情報を網羅的

に探索し、求める形式で生成して提供するといった

仕組みも広がりを見せており、今後、ますます多様

化、高度化していくものと認識いたしております。 

  本市におきましても、生成ＡＩ等の活用を視野に、

先進事例の調査研究を一層進め、従前の取組も踏ま

えつつ、市民ニーズに即した分かりやすい情報提供

が可能となるよう努めてまいります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 市民部長。 

○大山達也市民部長 続きまして、市民部よりお答え

いたします。 

  自治会や市民団体による地域活動の見える化につ

きましては、そうした機能を備えたスマートフォン

のアプリが存在することから、今年度、自治会ＤＸ

の取組の一環として、当該アプリを自治会へ紹介し

ております。現在は、その導入状況や活用の広がり

を注視しているところです。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 都市魅力部長。 

○脇寺一郎都市魅力部長 プレミアム付デジタル商品

券につきまして、都市魅力部より御答弁申し上げま

す。 
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  まずは、決済サービスの選定につきましては、事

業実施に際し、あらかじめ特定の事業者を指定する

ものではなく、事業目的を達成するために必要な制

度条件を設定した上で検討したものでございます。 

  前回は複数の決済サービスの導入を条件とした結

果、４事業者となりました。一方で、今回は市内対

象店舗限定利用とする条件を満たすサービスがＰａ

ｙＰａｙ商品券のみであったものでございます。 

  次に、事業のたびに決済サービスが異なる点につ

きましては、それぞれの事業目的を達成するため費

用対効果等を勘案いたしました結果、紙媒体からキ

ャッシュレス決済、そして今回のデジタル商品券へ

と移行してきたものでございます。 

  今後につきましても、特定の決済サービスありき

ではなく、市民や市内店舗事業者等の利便性や事務

効率、地域経済への波及などを総合的に判断し、よ

り高い効果が見込まれる手法の採用に努めてまいり

ます。 

  最後に、商品券の市外流出等につきましては、利

用対象店舗を市内事業者に限定するとともに、シス

テム上も市内登録店舗以外では決済できない設定と

しており、御懸念には及ばないと考えております。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 17番 浜川議員。 

   （17番浜川議員登壇） 

○17番 浜川 剛議員 以下、２点、意見と要望とさ

せていただきます。 

  ＡＹＡ世代のがん患者に対する支援ですが、今回

提案された終末期支援を第一歩として、ＡＹＡ世代

が生きていく未来を支えるための包括的な支援へと、

施策をさらに前進させるべきと考えます。国や府の

施策で本当に十分なのか、治療等に伴う時間的制約

で収入が減ることもあると思います。そういった方

が安心して治療に向き合える現状なのか、しっかり

と検証していただくことを要望いたします。 

  続いて、ドナーミルクに関しましては、ドナーミ

ルクは社会全体で新しい命を守る優しさのバトンで

す。国や府の動向を積極的に取得し、本市が、いわ

ゆるファーストペンギンとなって市民の善意を無駄

にせず、小さな命を確実に守り抜く体制の構築を強

く求め、以上で質問を終わります。 

○矢野伸一郎議長 11番 山根議員。 

   （11番山根議員登壇） 

○11番 山根建人議員 日本共産党の山根建人でござ

います。質問を行わせていただきます。 

  初めに、吹一公民館分館の廃止及びパスポートセ

ンターの拡充と消費生活センターの移転についてお

伺いをいたします。 

  今定例会において、吹一公民館の移転建て替えに

伴い、狭隘解消などにより、吹一公民館さんくす分

館の廃止が提案をされております。その跡へ消費生

活センターを移転し、パスポートセンターを拡充す

る予算が提案をされています。目的や意味合いも異

なる三つの事業ですが、関連した一つの提案で、ど

の事業一つとっても市民に関わる事業であり、効率

的で効果的であるか、この議論が必要だというふう

に思います。 

  パスポートセンターの拡充については、狭隘解消

を理由としていますが、１日の平均利用者数は何人

となっているのかお答えください。 

  もともとパスポートセンターの場所は消費生活セ

ンターであり、それを分割する形で設置をされまし

た。今後の賃貸費用や利便性を考えるならば、消費

生活センターを元の形に再拡充し、パスポートセン

ターを市役所内に設置するなど、費用削減と狭隘解

消、利便性向上など、さらなる費用対効果向上の検

討は議論をされたのでしょうか、お答えください。 

  さんくす分館の廃止においては、公民館移転建て

替えによるものであり、理解をするところでありま

す。しかし、利用していた住民より、コミュニティ

に資する跡活用の要望が出されております。このフ

ロアには、さんくす図書館が設置をされていること

から、さらなる図書館機能の充実や所管の地域教育

部の施策拡充などの活用の検討は行われたのでしょ

うか、お答えください。 

  次に、入札不調となった岸部中（北）住宅跡地認

定こども園及び（仮称）片山・岸部地域備蓄倉庫複

合施設の整備についてお伺いをいたします。 

  近年、委託契約や工事契約が物価高騰などの影響

で入札不調となり、事業や計画の変更を余儀なくさ
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れる事案が増加しております。今回のこども園と防

災備蓄倉庫の複合施設の建設の入札不調もその事例

であり、市の財政や計画に少なくない影響を与えて

います。 

  これまで、物価高騰に対する市の認識の甘さを指

摘してまいりましたが、今回１億231万8,000円とい

う大幅な増額を行い再入札することについては、地

方自治法第２条14項に明記をされております住民の

福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の

効果を上げるようにしなければならないとする条文

に照らし、よく議論をしなければならないと思いま

す。 

  例えば、民間の建設計画においては、こういった

場合、事業の目的や効果に対し、真に必要なものか

どうかを見直し、計画や費用の精査を行います。本

事業の本体であるこども園事業と複合する備蓄倉庫

事業において、大幅に増額する費用について厳格な

精査は行われたのでしょうか。積算根拠と併せてお

答えください。 

  また、今後の予定において、建設工事の遅れによ

り、供用開始が令和10年９月以降となっています。

これは、年度途中での園舎移転となり、子供たちの

保育や心身に大きな影響を及ぼすと考えられます。

現場の職員も、子供たちや保育に負担がかかる移転

は極力避けてほしいと願っているのではないでしょ

うか。少なくとも園舎移転は、年度当初の令和11年

４月からに計画は見直すべきではないでしょうか、

答弁を求めます。 

  次に、東西道路の拡幅整備についてお伺いをいた

します。 

  昨年２月議会において、市道片山町21号線及び朝

日が丘町12号線、いわゆる東西道路の整備費用につ

いて、主に用地取得費用として２億1,878万5,000円

が示され、今議会において3,588万7,000円が拡幅整

備費用として提案をされていますが、その進捗状況

や、どういった費用として提案されているのかも何

も説明がありません。旧市民病院跡地売却も絡んだ

拡幅整備とはいえ、一般会計当初予算が昨年度より

約15億5,000万円も膨らんでいる本市の財政状況に

おいて、本当に必要不可欠な整備事業かどうか疑問

が残るところであります。 

  そもそも、当初から懸案事項となっていた朝日が

丘町12号線合流部分における信号機設置やバス停の

移動、道路形態の見直しなど、市民の交通安全に関

する協議がどこまで進んでいるのか全く分かりませ

ん。信号設置位置やバス停移動位置など、市の具体

的な案も含めた検討状況、協議の進捗状況をお答え

ください。 

  また、この道路の拡幅整備が、難航している旧市

民病院跡地売却につながる確証があるのか、こちら

の検討状況や市の見解も併せてお答えください。 

  以上、１回目の質問を終わります。 

○矢野伸一郎議長 市民部長。 

○大山達也市民部長 市民部に頂いた御質問にお答え

いたします。 

  パスポートセンターの本年度４月から１月末まで

の利用者数は１万6,457人です。開所日が245日とな

りますので、１日当たりの平均利用者数は約67.1人

となります。 

  パスポートセンターを市役所内に設置するといっ

た検討や議論につきましては、市役所内への移設に

ついては庁舎内が狭隘化していること、現在の所在

地がさんくす３番館２階と利用者に分かりやすい場

所であること、平成30年（2018年）11月１日の開所

以降、市民の方への定着が進んでいることから移設

をせず、その場で拡充するという結論に至ったもの

です。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 地域教育部長。 

○二宮清之地域教育部長 続きまして、吹一地区公民

館分館の廃止に伴う利活用につきまして、地域教育

部から答弁申し上げます。 

  さんくす分館の廃止後の活用につきましては、ま

ずさんくす図書館は多目的室を設置しており、行事

等で活用しているほか、使用していない時間帯は自

習室として開放しており、必要な機能を有している

こと、そのほか、地域教育部内のまなびの支援課を

含む他の所管でも、不足する機能を同分館で補完す

べき用途がないことから、部としての利活用の想定

には至らなかったものでございます。 
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  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 児童部長。 

○道場久明児童部長 次に、児童部から答弁申し上げ

ます。 

  岸部中（北）住宅跡地認定こども園整備事業に係

る建設工事費の予算額につきましては、令和７年度

（2025年度）に設計した金額を基に、近年の物価上

昇傾向を判断し、その影響額を見込み、算定したも

のでございます。 

  なお、工事の発注に当たりましては、令和８年度

（2026年度）に適用する単価に基づく設計金額に精

査した上で行います。 

  新施設の供用開始時期につきましては、統合する

両園ともに老朽化しておりますことから、早期の実

現が望ましいと考えており、年度途中の開園に伴う

園児への負担を最小限に抑えるため、両園の交流を

計画的に実施し、円滑に移行できるよう努めてまい

ります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 危機管理監。 

○岡田貴樹危機管理監 次に、危機管理担当から御答

弁申し上げます。 

  片山・岸部地域備蓄倉庫整備事業につきましては、

当該地域における避難者への迅速な物資提供や一時

的な物資保管が適切に行えるよう、必要な機能や設

備について関係部と協議を重ねながら進めてまいり

ました。 

  備蓄倉庫整備事業に係る建設工事費の積算根拠に

つきましては、児童部と同様にはなりますが、令和

７年度（2025年度）に設計した金額を基に、近年の

物価上昇傾向を判断し、その影響額を見込み、算定

しております。 

  なお、工事の発注に際しては、令和８年度（2026

年度）に適用される単価を反映した設計金額に精査

し、適切に対応してまいります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 都市計画部長。 

○清水康司都市計画部長 東西道路の拡幅整備につい

て数点の御質問のうち、都市計画部所管分について

御答弁申し上げます。 

  東西道路と片山坂との交差点への信号設置につい

ては、既存の信号交差点が近接していることから、

信号を誤認する恐れがなく、交通の円滑に支障を及

ぼさない交差点となるよう、交通シミュレーション

を繰り返しながら、交差点形状の検討や安全な信号

制御の検討を繰り返し行い、その内容について交通

管理者と協議を行っているところです。 

  バス停の移設については、既存のバス停が東西道

路と片山坂の交差点内に位置することから、バス事

業者と具体的な移設位置に係る協議を行い、移設先

の沿道地権者の意向を確認したところです。 

  東西道路拡幅用地の取得については、拡幅に当た

り支障となる工作物を補償するための調査を進める

とともに、用地取得に当たっての詳細な条件を土地

所有者に提示し、交渉を重ねているところです。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 健康医療部長。 

○岡松道哉健康医療部長 次に、健康医療部から御答

弁申し上げます。 

  旧市民病院跡地の売却につきましては、当該地域

のまちづくりの観点にも配慮しながら、交通安全性

確保等を含めた公募に関する諸条件の調整を、関係

部局と継続して行っている状況でございます。 

  今回の拡幅整備は、地域課題の早期解決を目的と

するものですが、跡地売却に支障を来すことがない

よう、引き続き同病院と連携しながら対応してまい

ります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 11番 山根議員。 

   （11番山根議員登壇） 

○11番 山根建人議員 議長のお許しを頂き、２回目

の質問をさせていただきます。 

  まず、消費生活センターについて。 

  パスポートセンターは、１日平均67.1人の利用者

数とのことですが、消費生活センターの１日平均利

用者数は何人になるのでしょうか、お答えください。 

  次に、認定こども園及び備蓄倉庫について。 

  今回の増額分を含め、こども園及び備蓄倉庫の総

整備予算をそれぞれ分けてお答えください。 

  児童部の答弁から、園児への負担は最小限に抑え
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るとありました。そうであるならば、常日頃から園

児の保育を行い、園児の様子を理解している保育士

や幼稚園教諭など、現場職員の意見を尊重して移行

時期を決定するということで理解をいたしますが、

それでよろしいでしょうか、お答えください。 

  次に、東西道路について。 

  信号機設置場所やバス停移動、拡幅用地取得はい

まだ協議中、または交渉中とのことでした。拡幅整

備の総事業費は幾らと見積もられているのでしょう

か、現時点の状況で結構ですのでお答えください。 

  以上、２回目の質問を終わります。 

○矢野伸一郎議長 市民部長。 

○大山達也市民部長 ２回目の御質問に最初に市民部

より御答弁申し上げます。 

  消費生活センターでは、まずは電話で御相談いた

だくことを基本としており、電話相談の中で、クー

リングオフ手続や契約書の確認が必要な場合には、

来所をお願いしております。 

  このため、全ての相談者が来所されるわけではな

く、本年度４月から１月末までの当センターの利用

者数は130人でした。開所日が203日となりますので、

１日当たりの平均利用者数は約0.6人という計算に

なります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 児童部長。 

○道場久明児童部長 次に、児童部から答弁申し上げ

ます。 

  岸部中（北）住宅跡地認定こども園整備事業につ

いては、工事監理委託料4,450万円、工事請負費16

億2,919万円の合計16億7,374万円、またその他の委

託料及び負担金を加えた17億186万5,000円が今回計

上した総予算額でございます。 

  移行時期につきましては、現場で子供たちと向き

合っている職員の意見も踏まえ、円滑に移行できる

よう調整してまいります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 危機管理監。 

○岡田貴樹危機管理監 次に、危機管理担当から御答

弁申し上げます。 

  備蓄倉庫整備事業における事業費につきましては、

工事監理委託料340万円、工事請負費１億2,655万円

の合計１億2,995万円、またその他の委託料及び負

担金を加えた１億3,408万円が今回計上した総予算

額でございます。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 都市計画部長。 

○清水康司都市計画部長 東西道路の拡幅整備の総事

業費について、都市計画部から御答弁申し上げます。 

  東西道路の拡幅整備に係る総事業費は、現時点で

約４億7,000万円を見込んでおります。 

  以上でございます。 

○矢野伸一郎議長 11番 山根議員。 

   （11番山根議員登壇） 

○11番 山根建人議員 議長のお許しを頂きまして最

後、意見を言わせていただきます。 

  消費生活センター、これは法律で努力義務ですけ

れども、設置が義務づけられております。１日0.6

人ということですので、いろんな議論が必要だなと

いうふうに思います。 

  次に、入札不調となった岸部中認定こども園と片

山・岸部地域の備蓄倉庫においては、物価高騰で資

材が高騰しているということは十分理解をいたしま

す。その場合、今、民間保育園などでも新設や、ま

た建て替えの案件などが多数あるというふうに仄聞

をしております。これはやっぱり民間の保育園でも

同じように物価が高騰しているということですので、

吹田市の保育施設を建てるのを増額するというので

あれば、やはりそういった民間保育園にもこの補助

なりの増額や、それに見合った援助を行うべきだと

いうふうに思います。 

  移行時期などについても、よく議論をされていき

ますように、よろしくお願いをいたします。 

  最後に、東西道路の拡幅整備の事業でございます

けれども、現時点で約４億7,000万円ということで、

よく議論をしていただきたいというふうに思います。

委員会に委ねたいと思います。 

  以上で、私の質問及び意見を終わらせていただき

ます。 

―――――――――――○――――――――――― 

○矢野伸一郎議長 以上で本日の会議を閉じたいと存
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じます。 

  次の会議は３月２日（月曜日）午前10時に開会い

たしますので、御参集願います。 

  本日はこれにて散会いたします。 

（午後４時15分 散会） 

―――――――――――○――――――――――― 
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